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勝
尾
寺
縁
起
に
見
え
る
宋
海
商
に
つ
い
て

原

美
和
子

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
摂
津
国
勝
尾
寺
は
、
奈
良
時
代
の
末
に
開
創
さ
れ
た
山
岳
寺
院
で
あ
る
。
古

く
は
薬
師
三
尊
像
が
本
尊
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
い
つ
し
か
千
手
観
音
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
多
く
の
信
仰
を
集
あ
る
よ
う
に
な
り
、
本
尊
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
の
勝
尾
寺
の
千
手
観
音
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
霊
験
謳
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
（
以
下
の
文
章
は
、
筆
者
に
よ
る
要
約
で
あ
る
。
ま
た
以
降
便
宜
上
、
こ

の
霊
験
諏
を
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
と
表
記
す
る
）
。

a

「
百
済
国
」
の
皇
后
が
壮
齢
に
し
て
白
髪
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
様
々

な
手
当
も
む
な
し
く
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
あ
る

時
、
「
日
本
国
」
の
勝
尾
寺
の
千
手
観
音
に
祈
請
せ
よ
と
の
夢
告
を
受
け

た
。

皇
后
は
、 そ

れ
に
従
っ
た
と
こ
ろ
感
応
が
あ
り
、
再
び
黒
髪
を
得
た
。
そ
こ
で

　
　
　
　
　
b
正
暦
元
年
（
宋
淳
化
元
年
・
庚
寅
年
）
に
、
c
宋
商
周
文
徳

　
と
d
楊
仁
紹
の
二
人
に
託
し
て
、
聖
観
音
像
・
e
鐘
な
ど
種
々
の
品
を
勝

　
尾
寺
に
送
っ
て
き
た
。

こ
の
説
話
と
、
関
連
記
事
を
載
せ
る
史
料
は
、
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

　
［
百
済
皇
后
霊
験
課
］
に
は
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
と
い
う
具
体
的
な
年

号
と
、
周
文
徳
・
楊
仁
紹
と
い
う
二
人
の
実
在
の
宋
の
海
商
名
が
見
え
る
た

め
、
十
世
紀
の
対
外
関
係
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
史
料
で
あ
る
。
し
か

し
、
内
容
が
説
話
で
あ
る
上
、
正
暦
元
年
に
は
滅
亡
し
て
い
る
「
百
済
国
」
と

の
表
現
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
史
料
と
し
て
の
使
用
は
慎
重
に
行
う
べ
き
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
筆
者
は
以
前
こ
の
記
事
を
、
「
《
宋
商
人
》
は
宋
麗
間
・
宋
日

間
交
流
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
麗
間
に
お
い
て

も
、
他
の
勢
力
の
優
位
に
立
つ
文
物
・
情
報
の
収
集
・
伝
達
能
力
を
有
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
る
に
際
し
、
充
分
な
検
討
を
加
え
な
い
ま
ま
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

日
麗
交
通
を
担
っ
た
宋
海
商
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
改
あ
て
、
1
宋
の
海
商
周
文
徳
と
楊
仁
紹
が
正
暦
元
年
に
共
に
来
航

し
た
こ
と
は
事
実
と
認
め
ら
れ
る
か
。
H
宋
の
海
商
周
文
徳
と
楊
仁
紹
が
日
麗

交
通
に
関
与
し
た
こ
と
は
事
実
と
認
め
ら
れ
る
か
。
と
い
う
二
点
に
留
意
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
、
こ
の
説
話
を
検
討
し
て
み
た
。
そ
の
成
立
事
情
を
探
る
た
め
、
諸
寺
の
縁

起
や
説
話
の
類
を
見
て
い
く
と
、
こ
の
説
話
が
長
谷
寺
の
観
音
霊
験
謳
の
影
響
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を
受
け
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、
ま
た
、
年
号
と
海
商
の
名

は
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
遣
宋
に
関
わ
る
史
料
に
由
来
す
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
に
気
付
く
。

　
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
の
成
立
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、

改
め
て
こ
の
説
話
を
対
外
関
係
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
。

一
　
周
文
徳
・
楊
仁
紹
の
来
航
年

　
ま
ず
、
［
百
済
皇
后
霊
験
讃
］
の
、
正
暦
元
年
に
周
文
徳
・
楊
仁
紹
が
来
航

し
た
と
い
う
記
述
の
真
偽
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
周
知
の
如
く
、
こ
の

二
人
は
、
源
信
の
「
往
生
要
集
』
の
遣
宋
に
関
与
し
た
実
在
の
海
商
で
あ
る
。

『
往
生
要
集
』
の
遣
宋
を
め
ぐ
る
事
情
は
、
同
書
末
尾
に
付
録
さ
れ
て
い
る
、

正
月
十
五
日
付
の
源
信
書
状
と
二
月
十
一
日
付
の
周
文
徳
書
状
（
以
降
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
、
「
源
信
書
状
」
・
「
周
文
徳
書
状
」
と
す
る
）
に
年
号
の
記
載
が
な
い
こ
と

な
ど
が
原
因
で
混
乱
し
て
い
た
が
、
近
年
速
水
侑
氏
に
よ
っ
て
整
理
が
試
み
ら

（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
対
外
関
係
史

れ
、
田
島
公
氏
の
「
日
本
、
中
国
・
朝
鮮
対
外
交
流
史
年
表
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

総
合
年
表
編
集
委
員
会
編
『
対
外
関
係
史
総
合
年
表
』
に
お
い
て
も
、
「
源
信

書
状
」
の
年
号
を
永
延
二
年
（
九
八
八
）
、
「
周
文
徳
書
状
」
の
年
号
を
正
暦
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

年
（
九
九
一
）
の
も
の
と
す
る
一
致
し
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、

速
水
氏
及
び
両
年
表
の
上
述
の
見
解
に
賛
同
す
る
が
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］

の
記
す
周
文
徳
・
楊
仁
紹
の
来
航
年
の
真
偽
を
確
認
す
る
た
め
、
先
学
の
見
解

に
依
拠
し
つ
つ
重
複
を
恐
れ
ず
、
改
め
て
こ
の
間
の
事
情
を
検
討
し
て
み
た
い

と
思
う
。

　
永
延
元
年
（
九
八
七
）
十
月
二
十
六
日
に
宋
か
ら
海
商
朱
仁
聡
が
来
航
し
、

そ
の
船
で
僧
斉
隠
が
来
日
し
た
。
源
信
は
大
宰
府
滞
在
中
の
朱
仁
聡
と
斉
隠
に

会
い
、
『
往
生
要
集
』
（
以
降
『
要
集
』
と
略
称
）
を
贈
り
、
そ
の
遣
宋
を
託
し

範
正
月
＋
吾
付
の
「
源
信
書
状
」
は
・
そ
の
際
斉
隠
に
宛
て
ら
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
斉
隠
が
い
つ
誰
の
船
で
宋
に
帰
国
し
た
の
か
は
明
ら
か

で
は
な
い
（
喫
己
丑
年
（
九
八
九
）
に
宋
婆
州
雲
黄
山
の
僧
行
辿
が
「
当
府
楊

都
綱
」
の
所
で
『
要
集
』
を
入
手
し
、
淳
化
元
年
（
正
暦
元
年
．
九
九
〇
）
四

月
付
で
、
『
要
集
』
を
預
か
っ
た
と
の
報
書
を
源
信
に
宛
て
て
書
い
た
こ
と
が

確
認
さ
態
禦
従
・
て
・
九
八
九
年
ま
で
に
は
『
要
集
』
が
宋
の
婆
州
に
到
着

し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
後
『
要
集
』
は
、
台
州
の
海
商
周
文
徳

の
手
で
天
台
山
国
清
寺
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
、
次
い
で
周
文
徳
が
国
清
寺
の

「
専
当
僧
」
の
領
状
を
持
っ
て
日
本
に
来
航
し
、
大
宰
府
か
ら
某
年
の
冬
と
次

年
の
二
月
十
一
日
付
で
源
信
に
二
度
書
状
を
送
っ
た
こ
と
が
「
周
文
徳
書
状
」

か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
状
に
は
年
記
が
な
い
た
め
、
そ

の
年
号
と
、
周
文
徳
の
来
航
年
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
推
定
す
る

根
拠
と
し
て
、
従
来
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
が
記
す
「
正
暦
元
年
（
淳
化
元

年
・
庚
寅
年
）
」
が
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
こ
の
説
話
の
記
述

の
真
偽
を
検
討
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
の
で
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
は
除

い
て
、
他
の
関
連
史
料
か
ら
周
文
徳
の
来
航
年
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
九
月
二
十
一
日
に
は
、
宋
の
行
辿
か
ら
源
信
に
経
典

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

類
が
贈
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
事
と
、
前
年
四
月
付
で
行
辿
の
源
信
宛
報
書
が
書

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
暦
元
年
四
月
か
ら
正
暦
二
年
九
月
二
十
一
日
ま
で

の
間
に
源
信
宛
の
行
辿
報
書
と
経
典
類
を
託
さ
れ
た
商
人
が
来
航
し
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
源
信
は
、
正
暦
三
年
三
月
、
宋
慈
恩
寺
弘
道
大
師

（
窺
基
）
の
門
人
ら
に
経
義
解
釈
の
是
非
を
問
う
た
め
、
婆
州
の
海
商
楊
仁
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
託
し
て
自
著
『
因
明
論
疏
四
相
違
略
註
釈
』
を
行
辿
に
送
っ
た
。
以
上
か
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ら
、
正
暦
三
年
三
月
以
前
に
楊
仁
紹
が
来
航
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

の
事
実
と
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
正
暦
元
年
四
月
か
ら

正
暦
二
年
九
月
二
十
↓
日
ま
で
の
間
に
来
航
し
、
源
信
宛
の
行
辿
報
書
と
経
典

類
を
届
け
た
の
は
、
先
学
の
比
定
通
り
、
前
述
の
「
当
府
楊
都
綱
」
冒
婆
州
の

海
商
楊
仁
紹
に
間
違
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
楊
仁
紹
の
来
航
時
期
は
ほ
ぼ
確
定
で
き
た
が
、
周
文
徳
の
来
航

時
期
は
未
だ
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
淳
化
元
年
四
月
付
源
信
宛
の
行
辿
報

書
と
「
周
文
徳
書
状
」
か
ら
、
婆
州
に
お
い
て
『
要
集
』
を
行
辿
に
預
託
し
た

の
が
楊
仁
紹
で
あ
り
、
天
台
山
国
清
寺
に
納
め
た
の
が
周
文
徳
で
あ
る
と
い

う
、
『
要
集
」
を
媒
介
と
し
た
楊
仁
紹
と
周
文
徳
の
連
携
関
係
が
わ
か
り
、
さ

ら
に
そ
の
後
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
源
信
に
宛
て
て
『
要
集
』
の
遣
宋
の
事
情
を
知

ら
せ
る
三
通
の
書
状
（
淳
化
元
年
四
月
付
行
辿
の
報
書
・
国
清
寺
「
専
当
僧
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
領
状
．
「
周
文
徳
書
状
」
）
を
齎
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
要
集
』
遣
宋
の
報

告
の
た
め
、
周
文
徳
と
楊
仁
紹
が
共
に
来
航
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
充
分
可

能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
、
周
文
徳
の
来
航
時
期
も
正
暦
元
年
四
月
か
ら
正
暦

二
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
に
絞
り
込
ま
れ
る
。

　
即
ち
、
二
人
の
来
航
年
は
、
正
暦
元
年
あ
る
い
は
正
暦
二
年
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
一
方
、
前
述
し
た
如
く
、
楊
仁
紹
は
正
暦
三
年
三
月
に
源
信
か
ら
自
著

を
託
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
人
は
そ
の
頃
ま
で
は
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
某
年
冬
と
次
年
二
月
十
一
日
付
で
周
文
徳
が
源
信
に
二

度
の
書
状
を
出
し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
「
周
文
徳
書
状
」
の
年
号
は
正

暦
二
年
あ
る
い
は
正
暦
三
年
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
周

文
徳
は
、
恐
ら
く
大
宰
府
到
着
後
で
き
る
だ
け
早
く
源
信
に
国
清
寺
の
「
専
当

僧
」
の
領
状
を
送
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
周
文
徳
書
状
」
の
年
号
は
正
暦
三

年
よ
り
は
、
正
暦
二
年
の
方
が
可
能
性
と
し
て
は
高
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
る
と
、
そ
の
前
年
の
冬
に
出
さ
れ
た
一
度
目
の
書
状
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
二
人
の
来
着
は
、
正
暦
元
年
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
楊
仁
紹
も
、

行
辿
か
ら
淳
化
元
年
（
正
暦
元
年
）
四
月
付
報
書
を
受
け
取
っ
て
か
ら
な
る
べ

く
間
を
置
か
ず
に
渡
海
を
試
み
る
と
推
測
す
れ
ば
、
二
人
の
来
航
は
、
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

正
暦
元
年
中
の
可
能
性
が
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
憶
測
に
頼
る
部
分
が
多
い
が
、
以
上
の
結
果
か
ら
、
周
文
徳
・
楊
仁
紹
が
共

に
正
暦
元
年
に
来
航
し
た
と
い
う
［
百
済
皇
后
霊
験
謳
］
の
記
述
は
、
事
実
を

反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

二
　
［
百
済
皇
后
霊
験
諄
］
の
発
生

　
次
に
、
周
文
徳
と
楊
仁
紹
が
日
麗
交
通
に
関
与
し
た
事
実
が
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
二
人
の
海
商
が
朝
鮮
半
島
と
何
ら

か
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

外
、
現
段
階
で
は
他
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、

こ
の
説
話
の
発
生
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
表
1
に
示
し
た
通
り
、
最
も
早
く
こ
の
説
話
が
現
れ
る
の
は
、
史
料
①
で
あ

る
（
以
降
、
史
料
番
号
は
表
1
に
拠
る
。
な
お
、
史
料
全
体
を
指
す
場
合
は

「
史
料
①
」
と
い
う
よ
う
に
史
料
番
号
の
み
を
表
記
し
、
そ
の
史
料
中
の
特
定

部
分
を
意
味
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
明
記
す
る
こ
と
と
す
る
）
。
こ
の
史
料
の

背
景
に
は
、
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
勝
尾
寺
と
山
麓
の

右
馬
寮
領
豊
島
牧
・
近
衛
家
領
萱
野
郷
の
住
民
と
の
間
に
起
こ
っ
た
堺
相
論
が

（
1
9
）

あ
る
。
相
論
の
き
っ
か
け
は
、
近
隣
の
住
民
が
勝
尾
寺
の
四
至
内
に
入
り
禽
獣

を
殺
鐵
し
、
樹
林
を
む
や
み
に
伐
る
た
め
、
寛
喜
元
年
十
二
月
十
日
、
寺
僧
が
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入
山
伐
木
し
て
い
た
住
民
の
斧
・
鎌
を
没
収
し
て
制
止
し
た
と
こ
ろ
、
樵
夫
が

暴
力
沙
汰
に
及
ん
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
寺
側
は
四
至
内
の
山
林
に
お
け
る

近
隣
住
民
の
殺
生
伐
木
を
禁
止
す
る
よ
う
朝
廷
に
求
め
、
そ
の
結
果
、
寛
喜
二

年
四
月
二
十
日
付
で
勝
尾
寺
の
要
求
を
認
め
た
太
政
官
牒
（
史
料
①
）
が
出
さ

れ
た
。
そ
こ
に
は
、
寛
喜
元
年
十
二
月
十
一
日
付
勝
尾
寺
衆
徒
ら
の
解
状
が
引

用
さ
れ
て
お
り
、
解
状
中
、
様
々
な
事
例
に
よ
っ
て
寺
領
山
林
が
霊
地
で
あ
る

こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
例
の
一
つ
が
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諦
］
な

の
で
あ
る
。
以
下
に
該
当
部
分
を
示
そ
う
。

【
史
料
①
の
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
】
　
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
降
の
引
用

史
料
の
傍
線
も
同
様
。
）

　
　
又
百
済
国
皇
后
、
壮
年
有
白
髪
之
病
、
而
祈
日
本
国
勝
尾
寺
可
有
其
応
之

　
　
趣
感
夢
告
、
遠
奉
送
本
尊
聖
観
音
木
像
井
遣
栽
霊
樹
之
刻
、
従
此
山
中
放

　
　
瑞
光
照
彼
后
宮
時
也
、
玄
応
潜
通
白
髪
再
黒
、
其
樹
未
枯
本
尊
見
在
霊
異

　
　
在
眼
已
以
如
此
、

　
こ
こ
に
は
未
だ
、
正
暦
元
年
と
い
う
年
号
と
二
人
の
海
商
名
は
見
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
「
百
済
国
皇
后
」
が
祈
請
し
た
対
象
は
、
勝
尾
寺
の
千
手
観
音
像

と
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
日
本
国
勝
尾
寺
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
に

も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
こ
の
説
話
の
最
後
に
「
其
樹
未
枯
本
尊
見
在
霊
異
在
眼
己
以
如
此
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
史
料
①
で
は
、
右
の
説
話
の
直
前

に
、
勝
尾
寺
を
開
創
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
開
成
皇
子
が
大
般
若
経
を
山
中
に
埋

納
し
た
と
こ
ろ
、
「
百
草
万
木
」
が
経
巻
を
礼
拝
し
て
屈
し
、
そ
の
中
の
一
松

は
屈
し
た
ま
ま
つ
い
に
伸
び
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
説
話
を
配
置
し
て

い（
嘯
ｱ
の
二
説
話
を
勝
尾
寺
が
解
状
中
に
提
示
し
た
目
的
を
考
え
る
と
・
近

隣
住
民
の
殺
生
伐
木
を
禁
止
す
る
た
め
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
勝
尾
寺
領
山

林
が
、
「
経
巻
礼
拝
之
霊
木
」
や
遠
く
「
百
済
国
」
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
「
霊

樹
」
が
あ
る
場
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
つ

ま
り
、
「
百
済
国
」
に
ま
で
聞
こ
え
て
い
た
と
い
う
勝
尾
寺
の
霊
験
を
強
調
す

る
と
同
時
に
、
遠
く
彼
地
か
ら
送
ら
れ
て
来
た
「
霊
樹
」
が
、
未
だ
枯
れ
ず
に

山
中
に
在
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
論
点
の
一
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

　
（
2
1
）

あ
る
。

　
こ
の
説
話
の
他
に
、
勝
尾
寺
と
百
済
（
又
は
高
麗
）
と
の
関
係
を
裏
付
け
る

史
実
が
検
出
で
き
れ
ば
、
説
話
の
由
来
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
勝
尾
寺
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
は
、
こ
の
説
話
以
外
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
実
際
に
勝
尾
寺
と
朝
鮮
半
島
と
の
間
に
何
ら
か

の
関
わ
り
が
あ
っ
て
こ
の
説
話
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
寛
喜
年
間
の

堺
相
論
を
契
機
と
し
て
、
勝
尾
寺
領
山
林
が
霊
地
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た

め
に
、
新
た
に
語
り
始
め
ら
れ
た
説
話
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ

い
惣

三
　
　
［
百
済
皇
后
霊
験
諄
］
の
展
開

　
鎌
倉
時
代
中
期
以
降
、
勧
進
が
寺
院
の
維
持
・
復
興
の
た
め
に
極
め
て
有
効

な
手
段
と
し
て
認
あ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
講
や
説
教
・
仏
像
な
ど
を
勧
進
の

方
便
と
し
て
用
い
、
聴
聞
料
や
見
物
料
を
徴
収
す
る
興
行
型
勧
進
が
出
現
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
趨
勢
の
中
、
勝
尾
寺
も
寛
元
元
年

（一

�
l
三
）
に
京
都
で
勧
進
興
行
を
行
い
、
［
百
済
皇
后
霊
験
課
］
は
、
こ
の
勧

進
を
き
っ
か
け
に
大
き
く
展
開
を
遂
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
勧
進
の
詳
細
及

び
新
た
な
［
百
済
皇
后
霊
験
調
］
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
。
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【
史
料
②
の
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
】

　
古
語
日
、
百
済
国
皇
后
軟
雲
変
蒼
華
之
色
、
壮
日
有
白
髪
之
愁
、
秦
医
之

　
術
失
験
、
燕
寝
之
思
屡
薄
、
傍
雛
祈
彼
国
之
仏
神
、
全
無
悉
地
之
円
満
、

　
愛
夢
中
老
翁
来
日
、
奉
祈
日
本
国
勝
尾
寺
観
世
音
者
、
定
有
感
応
欺

　
云
々
、
逼
抽
丹
棘
専
備
香
花
、
遙
向
此
方
深
致
祈
念
、
然
間
又
有
夢
告
、

　
従
此
粛
寺
忽
放
霊
光
照
彼
枡
房
早
呈
瑞
相
、
然
後
精
祈
惟
白
、
素
髪
再

　
賛
、
我
願
既
満
、
仏
恩
宜
報
、
侃
附
大
宋
国
商
客
周
文
徳
、
庚
寅
歳
〈
当

　
我
朝
正
暦
元
年
〉
、
聖
観
音
像
一
躰
・
洪
鐘
一
口
・
金
鼓
一
口
・
闘
伽
器

　
　
一
前
・
鈴
杵
等
、
白
心
木
七
本
奉
送
之
、
通
万
里
之
遠
信
、
為
一
寺
明

　
　
効
、
利
益
非
蕾
治
干
我
国
、
霊
徳
迫
干
異
朝
、
感
応
之
道
古
今
勘
彙
而

　
　
已
、
　
〈
此
条
在
別
記
、
又
載
勝
尾
寺
讃
、
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

【
史
料
③
の
寛
元
元
年
勧
進
記
事
】

　
　
寛
元
元
〈
卯
歳
〉
自
五
月
廿
一
日
至
八
月
十
五
日
、
為
勧
進
本
堂
薬
師
・

　
　
白
斉
国
請
観
音
礼
拝
、
於
奉
出
京
薬
師
ハ
中
尊
計
也
、
此
時
当
寺
四
巻
絵

　
　
書
顕
、
三
巻
淡
路
法
橋
〈
不
知
実
名
〉
書
顕
之
、
一
巻
ハ
〈
証
如
伝
〉
内

　
　
蔵
入
道
〈
曲
二
郎
也
〉
書
之
、
絵
用
途
十
余
貫
也
、
於
安
居
院
被
書
之
、

　
　
勧
進
道
場
初
四
条
高
倉
尺
迦
堂
、
後
二
条
東
洞
院
地
蔵
堂
也
、
開
白
導
師

　
　
竹
中
法
印
宗
源
、
結
願
導
師
刑
部
僧
都
禅
覚
、
奉
加
物
見
物
二
百
余
貫

　
　
也
、
以
此
用
途
本
堂
・
常
行
堂
大
床
敷
之
、
拝
殿
・
鐘
楼
葺
之
、
本
堂
北

　
　
面
葺
了
、

　
右
の
勧
進
記
事
に
よ
れ
ば
、
勝
尾
寺
は
、
寛
元
元
年
の
五
月
二
十
一
日
か
ら

八
月
十
五
日
ま
で
の
約
三
か
月
間
、
京
都
四
条
高
倉
釈
迦
堂
と
二
条
東
洞
院
地

蔵
堂
の
二
か
所
を
勧
進
道
場
と
し
て
、
薬
師
三
尊
像
の
う
ち
の
中
尊
薬
師
如
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

像
と
「
百
済
国
皇
后
」
が
祈
請
し
た
と
い
う
千
手
観
音
像
の
出
開
帳
を
行
っ

た
。
同
時
に
、
新
た
に
縁
起
絵
巻
四
巻
を
作
成
し
、
そ
れ
を
用
い
た
絵
解
き
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
見
え
る
縁
起
絵
巻
四
巻
の
内
容
は
、
一
巻
が
第
四
代
座
主
証
如
の
伝

に
あ
て
ら
れ
た
と
い
う
以
外
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
勧
進
興
行
開
始
日
と
同
じ

五
月
二
十
一
日
付
で
、
寺
僧
心
空
に
よ
っ
て
新
た
に
縁
起
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
が
史
料
②
で
あ
り
、
上
掲
の
［
百
済
皇
后
霊
験
課
］
を
含
む
も
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
史
料
②
の
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
の
内
容
を
、
前
章
で
示
し
た
史

料
①
の
も
の
と
比
較
し
て
み
る
と
、
史
料
②
の
方
で
は
、
観
音
霊
験
諏
と
し
て

の
性
格
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
史
料
②
の
説

話
で
は
、
霊
験
を
顕
わ
し
た
の
が
「
日
本
国
勝
尾
寺
観
世
音
」
と
明
記
さ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
、
結
び
で
「
利
益
非
蕾
治
干
我
国
、
霊
徳
迫
干
異
朝
、
感
応
之

道
古
今
勘
彙
而
已
」
と
述
べ
て
、
勝
尾
寺
の
千
手
観
音
像
が
「
異
朝
」
に
ま
で

霊
験
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
初
め

て
年
号
「
庚
寅
歳
〈
当
我
朝
正
暦
元
年
〉
」
と
、
海
商
名
の
一
つ
「
大
宋
国
商

客
周
文
徳
」
が
加
わ
り
、
百
済
か
ら
送
ら
れ
て
来
た
物
品
数
が
増
加
し
て
い

る
。
そ
の
上
、
史
料
①
の
説
話
で
は
「
霊
樹
」
だ
っ
た
も
の
が
、
「
白
心
木
七

本
」
と
具
体
化
し
て
い
る
。

　
京
都
の
勧
進
道
場
に
お
け
る
絵
解
き
の
場
で
、
縁
起
絵
巻
に
描
か
れ
た
勝
尾

寺
の
薬
師
三
尊
像
と
千
手
観
音
像
の
霊
験
を
、
さ
ら
に
強
く
人
々
に
実
感
さ
せ

よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
像
の
実
物
の
開
帳
は
、
極
あ
て
効
果
的
で
あ
っ
た
ろ

う
。
上
掲
の
史
料
③
の
記
事
で
、
出
開
帳
を
行
っ
た
観
音
像
に
敢
え
て
「
白
斉

請
観
音
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
公
開
さ
れ
た
縁
起
絵
巻

の
内
容
に
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
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の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
史
料
③
の
記
事
に
見
え
る
縁
起
絵
巻
の
原

典
と
な
っ
た
の
が
史
料
②
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
こ
の
勧
進
は
、
既
に
前
年
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
寺
僧
心
空
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

る
新
縁
起
の
作
成
、
公
卿
に
依
頼
し
て
の
勧
進
帳
の
作
成
、
次
い
で
安
居
院
に

お
け
る
縁
起
絵
巻
四
巻
の
作
成
と
、
周
到
な
準
備
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ

し
て
、
京
中
に
勧
進
の
場
を
設
け
、
勝
尾
寺
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
二
つ
の
仏

像
、
薬
師
如
来
像
と
千
手
観
音
像
を
見
物
さ
せ
、
重
ね
て
縁
起
絵
巻
を
用
い
て

そ
の
像
の
霊
験
謳
を
語
り
聞
か
せ
、
そ
の
霊
験
を
喧
伝
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
勧
進
興
行
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
、
十
数
年
前
か
ら
語
り
始
め
ら

れ
て
い
た
［
百
済
皇
后
霊
験
調
］
は
、
上
で
見
た
よ
う
に
、
千
手
観
音
像
の
霊

験
謳
と
し
て
の
新
た
な
体
裁
に
整
え
ら
れ
、
信
愚
性
を
高
め
る
た
め
に
、
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

的
な
年
号
と
実
在
の
海
商
名
が
文
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
史
料
②
の
［
百
済
皇
后
霊
験
謳
］
が
「
古
語
日
」
で
語
り
初
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
説
話
が
さ
ほ
ど
古
く
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

頃
新
た
に
創
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
1
）

寛
元
元
年
の
勧
進
を
契
機
に
、
こ
の
説
話
は
新
た
な
展
開
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

四
　
長
谷
寺
の
観
音
霊
験
輝
の
影
響

　
そ
れ
で
は
、
十
三
世
紀
半
ば
の
こ
の
時
期
に
、
勝
尾
寺
が
、
自
身
の
観
音
霊

験
調
と
し
て
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
の
如
き
内
容
の
説
話
を
採
択
し
た
の
に

は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
当
時
の
観
音
霊

場
寺
院
へ
の
信
仰
の
高
ま
り
と
、
寺
院
経
営
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
信
者
と
参

詣
者
を
集
め
る
た
め
の
寺
側
の
勧
進
努
力
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
間
の
事
情
を
速
水
侑
氏
ら
の
研
究
に
従
っ
て
概
略
す
る
と
、
以
下
の

　
　
　
（
3
2
）

よ
う
に
な
る
。
十
世
紀
初
頭
頃
か
ら
貴
族
社
会
に
お
い
て
観
音
信
仰
が
急
激
に

高
ま
り
、
石
山
寺
・
長
谷
寺
な
ど
京
都
周
辺
の
観
音
寺
院
へ
の
参
詣
が
始
ま
っ

た
。
一
方
寺
院
側
は
、
経
済
的
庇
護
者
と
し
て
貴
族
た
ち
の
参
詣
に
期
待
し
、

彼
ら
に
向
け
て
本
尊
観
音
の
霊
験
を
宣
伝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
恐

ら
く
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
唱
道
僧
た
ち
の
手
を
借
り
て
、
広
く

民
衆
に
も
向
け
た
参
詣
勧
進
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
院
政
期
に

は
貴
族
の
み
な
ら
ず
民
衆
の
霊
場
参
詣
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
行
っ
た
。

ま
た
、
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
の
頃
に
は
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
が
成

立
し
、
巡
礼
の
風
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　
勝
尾
寺
は
、
こ
の
三
十
三
所
の
一
つ
で
あ
り
、
時
期
は
少
し
降
る
が
、
嘉
暦

二
年
（
＝
二
二
七
）
十
一
月
三
日
付
の
田
地
寄
進
状
に
「
抑
当
寺
千
手
観
音

者
、
三
十
三
所
之
随
｝
、
往
来
薫
習
之
霊
場
也
、
而
廻
国
巡
礼
行
者
、
連
続
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

詣
、
諸
人
往
覆
、
貴
賎
不
退
通
夜
」
と
あ
っ
て
、
多
く
の
巡
礼
参
詣
者
を
集
め

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
数
多
く
の
観
音
霊
場
寺
院
が
林
立

す
る
中
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
は
、
勧
進
目
的
と
相
侯
っ
て
、
自
身
の
本
尊
観
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

の
霊
験
を
広
め
る
た
め
、
凌
ぎ
を
削
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
ろ
う
。
京
都

か
ら
遠
く
、
参
詣
が
困
難
な
寺
院
ほ
ど
積
極
的
に
勧
進
努
力
を
せ
ざ
る
を
得
な

　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
、
長
谷
寺
で
は
、
十
三
世
紀
初
頭
に
、
本
尊
十
一
面
観
音

像
の
様
々
な
霊
験
を
集
あ
た
『
長
谷
寺
験
記
』
（
以
降
『
験
記
』
と
略
称
）
が

　
　
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

編
ま
れ
た
。
『
験
記
』
は
、
序
で
「
奇
瑞
ヲ
ハ
彼
ノ
唐
土
マ
テ
ニ
及
ス
」
と
述

べ
た
上
で
、
長
谷
寺
と
中
国
及
び
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
を
示
す
数
種
の
説
話
を

　
　
　
　
（
3
8
）

収
録
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
は
、
勝
尾
寺
の
［
百
済
皇
后
霊
験
謳
］
と

関
連
し
て
特
に
注
目
で
き
る
。
引
用
が
長
く
な
る
が
、
内
容
を
要
約
し
て
以
下
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に
示
す
こ
と
と
す
る
。

【
説
話
A
】
巻
上
・
第
六
「
唐
朝
ノ
馬
頭
夫
人
得
二
瑞
正
一
成
二
守
護
神
一
事
」

　
　
陽
成
天
皇
の
時
、
「
大
唐
国
」
の
「
僖
宗
皇
帝
」
千
人
の
后
の
う
ち
第
四

　
　
の
后
を
「
馬
頭
夫
人
」
と
言
っ
た
。
こ
の
后
は
、
「
文
宗
」
の
孫
に
あ
た

　
　
り
、
そ
の
宿
習
に
よ
っ
て
「
顔
長
ク
シ
テ
、
鼻
ノ
姿
頗
ル
馬
二
似
」
て
い

　
　
た
が
、
心
情
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
皇
帝
の
寵
を
得
て
い
た
。
そ
の
た
め
他

　
　
の
后
達
が
妬
み
、
白
昼
皇
帝
の
前
に
そ
の
顔
を
顕
わ
さ
せ
よ
う
と
策
謀
し

　
　
た
。
馬
頭
夫
人
は
医
師
・
仙
人
を
頼
っ
た
が
、
容
色
を
改
め
る
こ
と
は
で

　
　
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
日
本
国
長
谷
寺
ノ
観
音
」
に
祈
請
し
た
と

　
　
こ
ろ
夢
告
を
得
、
美
し
い
顔
に
変
わ
っ
た
。
馬
頭
夫
人
は
悦
び
、
「
大
唐

　
　
国
乾
符
三
年
〈
丙
申
〉
歳
六
月
十
八
日
」
に
春
属
を
率
い
て
「
明
州
ノ

　
　
津
」
に
出
て
、
十
種
（
具
体
的
な
物
品
名
を
記
す
）
の
宝
物
と
願
文
（
願

　
　
文
の
内
容
も
引
用
）
を
小
舟
に
乗
せ
海
に
浮
か
べ
た
。
小
舟
は
一
日
一
夜

　
　
で
「
我
朝
播
磨
国
明
石
ノ
浦
」
に
到
着
し
、
そ
の
地
の
郡
司
「
秦
ノ
友

　
　
麿
」
に
よ
っ
て
宝
物
等
は
、
「
日
本
国
貞
観
十
八
年
〈
丙
申
〉
歳
六
月
廿

　
　
七
日
」
に
長
谷
寺
に
送
ら
れ
て
き
た
。
（
こ
の
後
、
馬
頭
夫
人
が
「
大
唐

　
　
国
第
四
皇
后
君
嶋
女
大
神
」
と
称
し
長
谷
寺
の
「
護
法
善
神
」
と
な
り
、

　
　
様
々
な
験
を
顕
わ
し
た
話
が
続
く
。
）

【
説
話
B
】
巻
上
・
第
十
二
「
新
羅
国
ノ
照
明
王
ノ
后
遁
二
王
難
ヲ
一
送
二
宝

　
　
　
　
　
物
ヲ
一
事
」

　
　
村
上
天
皇
の
時
、
「
新
羅
国
」
に
名
を
「
照
明
王
」
と
い
う
「
武
王
」
が

　
　
あ
っ
た
。
そ
の
百
人
の
后
の
う
ち
、
第
一
の
后
は
容
貌
・
心
情
共
に
す
ぐ

　
　
れ
、
王
の
寵
を
得
て
い
た
。
あ
る
時
、
近
臣
の
「
義
顕
」
が
后
に
密
通
し

　
　
た
。
王
は
こ
の
事
を
知
っ
て
逆
鱗
し
、
后
の
髪
を
括
っ
て
木
か
ら
吊
り
下

　
　
げ
た
。
后
は
あ
る
僧
か
ら
、
「
日
本
ト
云
国
」
の
「
長
谷
ト
云
所
ハ
観
音

　
　
利
生
ノ
霊
場
冥
道
守
護
ノ
勝
地
」
で
あ
る
の
で
祈
念
せ
よ
と
勧
め
ら
れ
、

　
　
従
っ
た
と
こ
ろ
、
童
子
が
現
れ
て
后
の
足
の
下
に
「
金
ノ
楊
」
を
置
き
、

　
　
食
物
を
進
め
て
様
々
に
慰
め
た
。
後
日
、
王
が
后
の
様
子
を
見
に
行
く

　
　
と
、
以
前
に
も
増
し
て
美
し
い
后
の
姿
が
あ
っ
た
。
王
は
、
后
を
免
じ
て

　
　
再
び
宮
に
迎
え
、
后
と
共
に
長
谷
寺
の
観
音
に
帰
依
し
た
。
こ
の
后
「
大

　
　
樋
皇
后
」
は
、
「
義
平
先
生
等
ノ
七
人
」
を
使
者
と
し
て
、
「
日
本
国
天
暦

　
　
六
年
〈
壬
子
〉
歳
春
三
月
ノ
比
」
に
書
状
（
状
の
内
容
も
引
用
）
と
三
十

　
　
三
種
の
宝
物
（
具
体
的
な
品
名
を
記
す
）
を
長
谷
寺
に
送
っ
て
き
た
。

　
　
度
々
の
回
禄
に
よ
り
、
宝
物
の
多
く
は
焼
亡
し
て
し
ま
っ
た
が
、
金
簾
な

　
　
ど
数
種
の
品
は
今
も
残
っ
て
い
る
。

　
こ
の
二
説
話
は
共
に
、
異
国
・
異
域
の
皇
后
が
、
日
本
の
長
谷
寺
の
観
音
に

祈
請
し
、
そ
の
霊
験
に
よ
っ
て
危
難
を
救
わ
れ
、
種
々
の
報
礼
物
を
送
っ
て
来

　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
勝
尾
寺
の
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
と
、
筋

立
て
の
上
で
は
全
く
同
じ
類
話
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
長
谷
寺
は
、
古
く
は
九
世
紀
後
半
か
ら
、
「
元
来
霊
験
之
蘭
若
也
」
、
「
霊
像

　
（
4
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

殊
験
」
、
「
大
和
国
霊
験
山
寺
、
有
長
谷
壼
坂
両
精
舎
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
本
尊

十
一
面
観
音
の
霊
験
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
観
音
霊
場
と
し
て
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

の
貴
族
ら
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
寺
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
『
三
宝

絵
詞
』
に
「
ソ
ノ
・
チ
利
益
ア
マ
ネ
ク
、
霊
験
モ
ロ
コ
シ
ニ
サ
ヘ
キ
コ
ヘ
タ

（
4
4
）

リ
」
、
『
源
氏
物
語
』
に
「
仏
の
御
中
に
は
、
初
瀬
な
む
日
本
の
う
ち
に
は
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

た
な
る
験
あ
ら
は
し
給
と
、
唐
土
に
だ
に
聞
こ
え
あ
む
な
り
」
と
あ
っ
て
、
十

世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
に
、
長
谷
寺
十
一
面
観
音
像
は
「
唐
土
」
に
ま
で

も
霊
験
を
及
ぼ
す
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
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史
料
か
ら
は
、
長
谷
寺
の
観
音
像
が
「
唐
土
」
に
霊
験
を
顕
わ
し
た
と
い
う
具

体
的
な
話
は
見
出
せ
ず
、
そ
の
評
判
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
い
つ
し
か

説
話
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
『
験
記
』
に
収
録
さ

れ
た
中
国
・
朝
鮮
半
島
関
係
の
諸
説
話
が
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。　

『
験
記
』
の
中
国
・
朝
鮮
半
島
関
連
諸
説
話
の
成
立
時
期
が
、
い
つ
頃
ま
で

遡
れ
る
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
が
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
A
・
B

の
二
説
話
に
つ
い
て
見
る
と
、
今
は
散
逸
し
た
『
長
谷
寺
流
記
』
（
以
降
『
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

記
」
と
略
称
）
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
『
流
記
』

は
、
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
十
一
月
十
三
日
の
長
谷
寺
焼
亡
を
契
機
と
し

て
、
再
建
の
た
め
の
勧
進
を
担
当
し
た
行
仁
が
継
録
し
て
白
河
上
皇
に
奏
し
た

「
当
寺
ノ
霊
験
建
立
ノ
次
第
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
嘉
保
元
年
か

ら
行
仁
の
亟
没
年
の
保
安
元
年
（
＝
二
〇
）
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
言
ロ

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に
従
う
な
ら
ば
、
A
・
B
の
成
立
は
、
十
一
世
紀
末
か

ら
十
二
世
紀
初
頭
頃
ま
で
遡
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
十
世
紀
末
頃
か
ら

漠
然
と
「
霊
験
モ
ロ
コ
シ
ニ
サ
ヘ
キ
コ
ヘ
タ
リ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
評
判
を
、

長
谷
寺
が
、
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
頃
ま
で
に
、
A
な
ど
の
説
話
に

　
　
　
　
　
（
4
8
）

よ
っ
て
具
現
化
し
、
さ
ら
に
B
の
説
話
で
、
新
羅
の
僧
に
「
彼
観
音
ハ
閻
浮
ノ

本
尊
ト
シ
テ
漢
家
本
朝
二
聞
ヘ
タ
ル
霊
像
ニ
テ
在
ハ
、
我
国
人
ノ
国
ト
ナ
ク
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

仰
奉
ル
者
ハ
速
疾
二
益
二
預
ル
」
と
述
べ
さ
せ
て
、
「
新
羅
国
」
に
も
そ
の
霊

験
の
及
ぼ
さ
れ
る
範
囲
を
広
げ
て
み
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
長
谷
寺
が
度
々
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
『
験
記
」
で
も
、
焼
亡
に
関
わ
る
霊
験
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
、

「
『
験
記
』
の
霊
験
と
は
、
か
よ
う
な
く
絶
え
ざ
る
再
興
の
た
め
の
勧
進
を
支

え
、
そ
の
利
益
を
証
明
し
宣
揚
す
る
〉
機
能
の
も
と
に
作
り
あ
げ
ら
れ
、
奉
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
」
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

「
験
記
」
は
、
度
重
な
る
火
災
後
の
復
興
を
支
え
た
勧
進
聖
ら
の
、
勧
誘
募
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

の
際
の
唱
道
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の

内
容
は
、
勧
進
聖
ら
が
媒
介
し
て
諸
処
に
広
め
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
古
く
か
ら
観
音
霊
場
と
し
て
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
長
谷

寺
の
観
音
霊
験
集
で
あ
る
『
験
記
」
は
、
他
の
観
音
霊
場
寺
院
の
縁
起
や
説
話

な
ど
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
本
章
で
取
り

上
げ
た
説
話
の
B
の
方
は
、
「
今
昔
物
語
集
」
（
十
六
－
十
九
）
と
『
宇
治
拾
遺

物
語
』
（
十
四
ー
五
）
に
も
見
ら
れ
、
寺
外
に
流
出
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

　
（
5
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

き
る
。
一
方
の
勝
尾
寺
は
、
『
梁
塵
秘
抄
』
に
「
聖
の
住
所
」
と
し
て
謡
わ
れ

て
い
る
通
り
、
多
く
の
「
聖
」
ら
が
出
入
り
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
長
谷
寺
の

勧
進
聖
あ
る
い
は
そ
の
縁
に
つ
な
が
る
者
が
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
、
直
接
の
因
果
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
観
音
霊
場
と
し

て
は
後
発
の
勝
尾
寺
が
、
十
三
世
紀
半
ば
の
堺
相
論
と
勧
進
と
を
契
機
と
し

て
、
長
谷
寺
の
観
音
霊
験
集
『
験
記
』
の
、
「
寺
院
の
霊
験
記
と
し
て
、
こ
れ

ほ
ど
海
外
に
お
け
る
霊
験
調
を
集
め
宣
伝
し
た
例
は
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る
強
い
海
外
志
向
と
、
「
ど
の
説
話
に
も
、
時
代
・
日

時
・
人
名
な
ど
を
明
記
し
て
、
説
話
の
真
実
性
を
高
め
る
操
作
を
加
え
て
い

（
5
6
）

る
」
と
い
う
手
法
の
影
響
を
受
け
、
中
で
も
A
・
B
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
踏
襲
し

て
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
を
成
立
さ
せ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
得
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
［
百
済
皇
后
霊

験
諏
］
が
十
三
世
紀
半
ば
に
創
出
・
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
第
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二
・
三
章
の
結
論
は
補
強
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

五
　
海
商
名
・
年
号
の
由
来

　
以
上
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
は
、
勝
尾
寺
と
百
済
（
又
は
高
麗
）
、
あ
る
い

は
、
勝
尾
寺
と
海
商
周
文
徳
・
楊
仁
紹
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
っ
た

と
い
う
事
実
を
反
映
し
て
発
生
し
た
説
話
で
は
な
く
、
十
［
世
紀
末
か
ら
十
二

世
紀
初
頭
以
降
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
長
谷
寺
の
観
音
霊
験
讃
A
・
B
な

ど
の
影
響
を
受
け
て
、
十
三
世
紀
半
ば
の
勝
尾
寺
の
堺
相
論
と
勧
進
を
契
機
と

し
て
、
新
た
に
創
出
・
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
年
号
と
海
商
の
名

は
、
説
話
の
信
愚
性
を
高
め
る
た
あ
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
頃
、
［
百
済

皇
后
霊
験
諌
］
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
推
測
を
し
た
。
そ
こ
で
次

に
、
海
商
名
と
年
号
の
由
来
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
表
1
に
従
い
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
に
関
連
す
る
史
料
を
年
代
順
に
見
て

い
く
と
、
史
料
②
の
段
階
で
は
海
商
の
名
は
周
文
徳
（
c
）
一
人
し
か
出
て
こ

な
い
が
、
史
料
⑦
の
段
階
ま
で
に
は
、
も
う
一
人
の
海
商
楊
仁
紹
（
d
）
の
名

も
加
え
ら
れ
、
こ
こ
に
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
は
ほ
ぼ
完
成
す
る
。
こ
こ
で
は

ま
ず
、
最
初
に
付
加
さ
れ
た
の
が
周
文
徳
の
方
で
あ
り
、
楊
仁
紹
は
後
に
付
加

さ
れ
た
名
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
章
で
提
示
し
た
通
り
、
n
百
済
皇
后
霊
験
潭
］
を
除
く
と
、
周
文
徳
と

楊
仁
紹
の
来
航
を
示
す
史
料
は
、
す
べ
て
源
信
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
第
一

章
で
検
討
し
た
時
期
以
外
の
二
人
の
来
航
を
示
す
史
料
は
現
在
残
っ
て
い
な

い
。
従
っ
て
、
恐
ら
く
［
百
済
皇
后
霊
験
調
］
は
、
源
信
の
『
要
集
』
遣
宋
に

関
わ
る
史
料
か
ら
年
号
と
海
商
名
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に

周
文
徳
の
名
は
、
『
要
集
』
の
普
及
と
、
同
書
に
「
周
文
徳
書
状
」
が
付
録
さ

【表2】

西暦

11C後半

1171

1210

1216

1217

1253

年号

承安元年

承元4年

建保4年

建保5年

建長5年

所蔵

最明寺

青蓮院

高野山正智院

専光寺

形態

写本

写本

版本

写本

版本

取合本

版本

付録q

無

無

有（推定）

有

無

有＊2

有

と文状　現さいれ
ぢ勢三あ房馨tr喜
よ名周結古よう及
うは文果いうかす
な人徳か諸に゜る
顎喜麓罐賃

量象馨三馨壽覆介

＊1　築島裕他編『最明寺本往生要集（影印篇）』（汲古書院、1988　』　に　つ　r　の　て

　年）、「大日本史料』1－23・寛和元年4月是月条で確認。
・・建保・年版本を摺写したも・・、「源信書状」・「周文鰭状」遣四言』にと文？一

　を補写している。

は増よ○と代篁に
4柔庭隻装矢昼智
峯特なは・・魂

の発螺耀醗
議審離馨1
　　　一　て一の与長以
し五後源　お（がで
　　　　　り58付はた年’信
宋版周書　

’）

^な

西暦 年号 所蔵 形態 付録q

11C後半 最明寺 写本 無

1171 承安元年 青蓮院 写本 無

1210 承元4年 版本 有（推定）

高野山正智院 写本 有

1216 建保4年 版本 無

1217 建保5年 専光寺 取合本 有竃2

1253 建長5年 版本 有
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の
海
商
と
し
て
周
文
徳
の
名
を
よ
り
広
範
囲
の
人
々
に
知
ら
せ
る
役
割
を
果
た

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
史
料
②
の
［
百
済
皇
后
霊
験
課
］
に
周

文
徳
の
名
が
取
り
込
ま
れ
た
時
期
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
一
方
、
楊
仁
紹
の
名
は
、
『
榜
厳
院
廿
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
」
と
『
延
暦
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

首
樗
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
及
び
『
因
明
論
疏
相
違
略
註
釈
』
な
ど
の
源
信
関
連

史
料
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
二
人
の
名
が
揃
っ
て
現
れ
る
の
は
『
延

暦
寺
首
樗
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
で
あ
る
。
従
っ
て
同
書
の
成
立
時
期
か
ら
見
て
、

遅
く
と
も
十
一
世
紀
半
ば
以
降
、
源
信
伝
に
二
人
の
海
商
名
が
併
記
さ
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
史
料
②
の
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
は
、
ま
ず
『
要
集
』
末

尾
付
録
の
「
周
文
徳
書
状
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
周
文
徳
の
名
を
取
り
入
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
そ
れ
は
、
海
商
名
が
出
て
く
る
最
初
の
史
料
②

に
見
え
る
の
が
周
文
徳
の
み
で
、
「
周
文
徳
書
状
」
に
は
出
て
こ
な
い
楊
仁
紹

の
名
は
な
い
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
同

時
に
そ
れ
と
結
び
つ
け
て
周
文
徳
が
来
航
し
た
正
暦
元
年
と
い
う
年
号
が
取
り

　
（
6
3
）

込
ま
れ
、
次
い
で
史
料
⑦
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
は
、
周
文
徳
と
同
時
期
に

源
信
と
宋
仏
教
界
と
の
交
流
を
支
え
、
行
動
を
共
に
し
た
楊
仁
紹
の
名
が
源
信

関
係
の
他
の
史
料
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
に
さ
ら
に
付

け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
信
に
ゆ
か
り
の
深
い
こ
の

二
人
の
名
を
取
り
込
む
こ
と
は
、
特
に
浄
土
教
信
徒
の
注
目
を
集
め
る
上
で
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

い
に
効
果
を
発
揮
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
勝
尾
寺
の
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
に
見
え
る
正
暦

元
年
と
い
う
年
号
と
周
文
徳
・
楊
仁
紹
と
い
う
海
商
名
は
、
二
人
が
こ
の
年
に

来
航
し
、
源
信
と
宋
仏
教
界
の
交
流
に
深
く
関
与
し
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
い

て
、
『
要
集
』
末
尾
付
録
の
「
周
文
徳
書
状
」
や
源
信
の
伝
記
史
料
な
ど
か
ら
、

十
三
世
紀
半
ば
に
こ
の
説
話
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
推
論

し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
人
と
勝
尾
寺
と
の
間
に
は
、
本
来
何
の
関
係
も
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
［
百
済
皇
后
霊
験
讃
］
自
体
も
、
実
際
に
勝
尾

寺
と
百
済
（
又
は
高
麗
）
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
史
実
に

導
か
れ
て
成
立
し
た
説
話
で
は
な
く
、
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
以
降

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
長
谷
寺
の
観
音
霊
験
諌
な
ど
の
影
響
を
受
け

て
、
や
は
り
十
三
世
紀
半
ば
に
創
出
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
結
論
付

け
た
。
即
ち
、
こ
の
史
料
か
ら
は
、
正
暦
元
年
に
周
文
徳
と
楊
仁
紹
が
高
麗
か

ら
の
物
資
を
日
本
に
齎
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
筆
者
の
前
稿
の
如
く
、
十
世
紀
末
に
宋
海
商
が
高
麗
と
日
本
と

の
間
で
活
動
し
た
事
例
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
か
っ
た
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
説
話
に
具
体
的
な
人
物
名
や
年
月
日
な
ど
の
固
有
名
詞
を
付
け
る
こ
と
は
、

説
話
の
信
愚
性
を
高
め
る
た
め
に
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
方
法
で
人
々
の
関
心
を
集
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
唱
道
と
と
も
に
展
開
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

た
中
世
の
仏
教
説
話
の
一
つ
の
性
格
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

寛
元
元
年
の
勧
進
に
お
い
て
、
聴
衆
を
前
に
し
た
絵
解
き
が
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
勝
尾
寺
の
縁
起
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
周
文
徳
・
楊
仁
紹
の
名
を
出
す
こ
と
が
、
当
時
の
人
々
に
真
実
性
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
説
話
が
創
出
さ
れ
、

語
り
始
め
ら
れ
た
十
三
世
紀
半
ば
の
京
都
周
辺
の
人
々
の
中
に
、
異
国
・
異
域
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か
ら
重
要
な
物
資
を
伝
え
る
の
は
宋
の
海
商
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
広
く
浸
透
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
説
話
は
、
周
文
徳
ら
の
名
を
取
り

込
ん
で
信
懸
性
を
高
あ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
説
話

の
作
成
者
側
に
お
い
て
、
こ
の
海
商
の
名
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果

が
期
待
さ
れ
、
そ
の
思
惑
通
り
、
現
実
に
受
け
手
側
の
意
識
に
も
訴
え
か
け
た

か
ら
こ
そ
、
史
料
③
の
記
事
に
見
え
る
如
く
、
「
奉
加
物
見
物
二
百
余
貫
」
と

い
う
よ
う
な
大
き
な
勧
進
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
こ
の
説
話
に
真
実
性
を
加
え
る
た
め
に
、
「
百
済
国
」
か
ら
物
資
を

伝
え
た
者
と
し
て
、
日
本
人
商
人
で
も
朝
鮮
半
島
の
商
人
で
も
な
く
、
真
っ
先

に
宋
人
海
商
が
想
起
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
こ
の
説
話
の
「
百
済
国
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
考
え
る
必
要
が

　
　
　
（
6
6
）

あ
ろ
う
が
、
単
な
る
異
国
・
異
域
に
留
ま
ら
ず
、
よ
し
ん
ば
「
百
済
国
」
か
ら

朝
鮮
半
島
が
想
起
さ
れ
た
と
し
て
も
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
物
資
と
こ
の
宋
海
商

の
名
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
も
人
々
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
は

な
ら
な
か
っ
た
。
異
国
・
異
域
か
ら
重
要
な
物
資
を
持
っ
て
く
る
の
は
中
国
人

海
商
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
揺
る
が
す
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
．

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
に
宋
の
海
商
名
が
取
り
入
れ
ら
れ
得
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
京
都
周
辺
の
人
々
の
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
当
時
の
現
実
の
対
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

関
係
の
姿
と
も
齪
酷
し
な
い
。
以
上
の
観
点
か
ら
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
は
、

こ
の
説
話
が
成
立
し
た
十
三
世
紀
段
階
の
宋
海
商
の
活
動
を
表
象
的
に
示
す
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
8
）

料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
十
三
世
紀
半
ば
の
対
外
関
係
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
「
周
文
徳
」
．
「
楊

仁
紹
」
と
い
う
宋
海
商
の
名
を
捉
え
る
と
、
こ
の
段
階
の
日
宋
交
通
を
主
に

担
っ
て
い
た
の
は
以
前
か
ら
引
き
続
い
て
宋
の
海
商
で
あ
り
、
日
麗
間
に
お
い

て
も
日
常
的
な
物
資
は
別
に
し
て
、
何
か
特
別
な
物
資
（
「
百
済
国
皇
后
」
か

ら
の
報
礼
の
品
な
ど
）
の
場
合
は
宋
海
商
が
関
与
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い

う
実
態
を
こ
の
説
話
か
ら
く
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
観
点
か
ら
、
勝
尾
寺
縁
起
の
こ
の
説
話
は
、
対
外
関
係
史
料
と
し
て
利
用

す
る
余
地
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
註

（
1
）
　
戸
田
芳
実
「
中
世
の
箕
面
」
（
箕
面
市
史
編
集
委
員
会
編
『
箕
面
市
史
』
第
一
巻

　
　
（
本
編
）
〔
箕
面
市
役
所
、
一
九
六
四
年
〕
）
九
九
～
一
四
一
頁
。

（
2
）
　
「
勝
尾
寺
文
害
」
（
箕
面
市
史
編
集
委
員
会
編
『
箕
面
市
史
』
史
料
編
一
．
二

　
　
〔
箕
面
市
役
所
、
一
九
六
八
年
・
一
九
七
二
年
〕
。
以
降
「
勝
尾
寺
文
書
」
は
、
注

　
　
記
し
な
い
限
り
同
書
に
拠
る
。
番
号
も
同
書
の
文
書
番
号
に
拠
る
。
）
に
残
る
早
い

　
　
事
例
で
は
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
に
「
観
音
之
霊
徳
」
を
理
由
に
田
地
の
寄

　
　
進
が
あ
っ
た
（
「
勝
尾
寺
文
書
」
1
1
・
1
9
）
。
枚
挙
に
暇
が
な
い
の
で
一
々
挙
げ
な

　
　
い
が
、
そ
れ
以
後
「
勝
尾
寺
文
書
」
に
現
れ
る
寄
進
の
対
象
の
多
く
は
、
薬
師
如

　
　
来
像
と
千
手
観
音
像
で
あ
る
。
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
は
、
「
抑
当
寺
者
観
音

　
　
薩
唾
霊
場
之
地
、
大
悲
利
生
感
応
之
瑚
、
往
詣
之
人
無
絶
、
信
敬
之
輩
無
隙
」

　
　
（
「
勝
尾
寺
文
書
」
旧
）
と
見
え
、
勝
尾
寺
の
千
手
観
音
像
の
霊
験
へ
の
信
仰
の
高

　
　
ま
り
が
確
認
で
き
る
。

（
3
）
　
拙
稿
「
宋
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
商
の
仲
間
関
係
と
情
報
網
」
（
『
歴
史
評
論
』

　
　
五
九
二
、
一
九
九
九
年
八
月
）
九
～
十
頁
。

（
4
）
　
こ
の
説
話
の
成
立
・
性
格
な
ど
に
触
れ
た
先
行
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、

　
　
速
水
侑
『
観
音
信
仰
』
（
塙
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
二
四
〇
～
二
四
一
頁
、
源
健
一

　
　
郎
「
『
平
家
物
語
』
と
天
台
系
観
音
信
仰
寺
院
－
粉
河
寺
・
勝
尾
寺
を
め
ぐ
っ

　
　
て
ー
」
（
『
日
本
文
芸
研
究
』
五
一
－
四
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
八
四
～
八
五
頁
の

　
　
み
で
あ
る
。

（
5
）
　
『
往
生
要
集
』
付
録
の
も
の
の
他
、
『
朝
野
群
載
』
巻
第
二
十
・
異
国
に
も
収
載
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さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
速
水
侑
「
『
往
生
要
集
』
の
行
方
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
八
三
、
　
一
九
八
八
年
八

　
　
月
）
、
同
『
（
人
物
叢
書
）
源
信
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
一
四
〇
～
一
八

　
　
七
頁
。

（
7
）
　
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
編
『
貿
易
陶
磁
－
奈
良
・
平
安
の

　
　
中
国
陶
磁
1
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
三
年
）
所
収
。
八
一
～
八
二
頁
。
以
降
「
臨

　
　
川
年
表
」
と
す
る
。

（
8
）
　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
。
一
一
四
～
一
一
五
頁
。
以
降
「
吉
川
年
表
」
と

　
　
す
る
。

（
9
）
　
三
者
間
に
は
細
か
い
相
違
点
が
あ
る
の
で
、
適
宜
以
下
で
触
れ
て
い
く
。

（
1
0
）
　
『
扶
桑
略
記
』
永
延
元
年
十
月
二
十
六
日
条
、
『
日
本
紀
略
』
同
年
冬
条
、
『
延

　
　
暦
寺
首
榜
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
（
今
津
洪
嶽
『
正
元
古
写
源
信
僧
都
証
註
』
〔
恵
信

　
　
僧
都
降
誕
一
千
年
奉
賛
会
、
一
九
四
一
年
）
）
、
「
源
信
書
状
」
。

（
1
1
）
　
速
水
氏
と
「
吉
川
年
表
」
は
、
「
源
信
書
状
」
の
宛
先
を
斉
隠
と
す
る
。
「
臨
川

　
　
年
表
」
は
、
周
文
徳
と
す
る
。

（
1
2
）
　
速
水
氏
は
、
朱
仁
聡
の
船
と
す
る
。
「
吉
川
年
表
」
で
は
、
永
延
二
年
（
九
八

　
　
八
）
二
月
八
日
以
降
に
窟
然
の
弟
子
嘉
因
ら
を
乗
せ
て
帰
宋
し
た
鄭
仁
徳
と
周
文

　
　
徳
・
楊
仁
紹
と
が
同
じ
商
人
仲
間
で
、
斉
隠
は
そ
の
船
に
同
乗
し
た
可
能
性
を
推

　
　
測
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
『
籾
厳
院
廿
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
』
（
『
書
陵
部
紀
要
』
三
七
、
一
九
八
六
年
二

　
　
月
）
、
『
延
暦
寺
首
榜
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
。

（
1
4
）
　
『
日
本
紀
略
』
正
暦
二
年
九
月
二
十
一
日
条
。

（
1
5
）
　
『
因
明
論
疏
四
相
違
略
註
釈
』
（
『
恵
信
僧
都
全
集
』
五
）
巻
上
・
巻
下
奥
書
。

　
　
『
延
暦
寺
首
楊
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
で
は
「
辛
卯
歳
」
（
正
暦
二
年
）
と
す
る
。

（
1
6
）
　
『
榜
厳
院
廿
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
』
、
「
周
文
徳
書
状
」
。

（
1
7
）
　
『
小
右
記
』
正
暦
元
年
七
月
二
十
日
条
に
、
「
唐
人
船
一
艘
〈
千
五
百
石
〉
着

　
　
岸
、
法
橋
齎
然
弟
子
去
々
年
属
唐
人
入
唐
、
今
般
彼
唐
人
及
弟
子
法
師
等
同
以
帰

　
　
朝
云
々
」
と
あ
っ
て
、
正
暦
元
年
七
月
に
、
齎
然
の
弟
子
を
永
延
二
年
に
入
宋
さ

　
　
せ
た
海
商
1
1
鄭
仁
徳
が
来
航
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
速
水
氏
と
「
吉
川
年
表
」
は
、

　
　
周
文
徳
と
楊
仁
紹
も
こ
の
時
に
同
船
で
来
航
し
た
と
推
測
し
て
お
り
、
筆
者
も
そ

　
　
の
確
率
は
高
い
と
考
え
て
い
る
。
「
臨
川
年
表
」
は
、
こ
の
「
唐
人
」
を
鄭
仁
徳
で

　
　
は
な
く
、
周
文
徳
と
楊
仁
紹
と
推
定
し
て
い
る
が
、
記
事
の
内
容
か
ら
、
こ
の

　
　
「
唐
人
」
は
鄭
仁
徳
と
考
え
た
方
が
穏
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
8
）
　
但
し
、
楊
仁
紹
が
「
楊
都
綱
」
（
『
樹
厳
院
廿
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
』
）
と
表
記
さ

　
　
れ
て
い
る
点
は
、
や
や
気
に
な
る
。
「
都
綱
」
は
、
高
麗
史
料
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る

　
　
表
現
で
、
中
国
史
料
に
見
ら
れ
る
「
綱
首
」
に
あ
た
る
。
楊
仁
紹
以
外
に
も
日
本

　
　
の
史
料
に
「
都
綱
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
宋
海
商
は
数
例
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
都

　
　
綱
」
と
い
う
表
記
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
9
）
　
関
連
史
料
は
、
「
勝
尾
寺
文
書
」
7
6
～
8
5
・
8
7
～
9
4
。
こ
の
堺
相
論
に
関
し
て

　
　
は
、
註
（
1
）
戸
田
論
文
一
七
四
～
一
九
五
頁
、
瀬
田
勝
哉
『
木
の
語
る
中
世
』

　
　
（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
十
七
～
十
八
頁
な
ど
を
参
照
。

（
2
0
）
年
号
は
信
頼
で
き
な
い
と
さ
れ
る
も
の
の
、
「
勝
尾
寺
文
書
」
中
に
伝
わ
る
縁
起

　
　
の
中
で
は
最
も
古
い
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
七
月
十
三
日
の
日
付
を
持
つ
「
勝

　
　
尾
寺
古
流
記
」
（
「
勝
尾
寺
文
書
」
1
）
に
、
こ
の
説
話
は
既
に
見
え
る
。

（
2
1
）
　
註
（
1
9
）
瀬
田
書
一
五
～
二
七
頁
参
照
。

（
2
2
）
　
勝
尾
寺
は
、
寿
永
三
年
（
＝
八
四
）
二
月
四
日
、
　
一
ノ
谷
に
向
か
う
梶
原
景

　
　
時
の
軍
勢
に
よ
っ
て
焼
き
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
被
害
を
載
せ
る
元
暦
元
年
二

　
　
月
日
付
「
勝
尾
寺
焼
亡
日
記
」
（
「
勝
尾
寺
文
書
」
2
6
）
に
「
一
鐘
楼
一
宇
〈
檜
皮

　
　
葺
〉
、
鐘
一
ロ
〈
長
五
尺
〉
、
又
別
鐘
二
口
〈
一
口
長
三
尺
五
寸
、
一
口
長
二
尺
〉
」

　
　
と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
別
鐘
の
う
ち
長
さ
三
尺
五
寸
の
も
の
が
、
史
料
⑥
⑧
⑨

　
　
な
ど
に
よ
る
と
、
百
済
か
ら
渡
っ
て
き
た
と
い
う
鐘
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
し

　
　
か
し
、
右
の
記
事
に
は
そ
の
鐘
に
、
百
済
に
関
す
る
注
記
は
な
い
。
［
百
済
皇
后
霊

　
　
験
諏
］
に
関
わ
る
何
ら
か
の
伝
承
が
こ
の
頃
既
に
勝
尾
寺
内
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、

　
　
鐘
に
も
そ
の
旨
注
記
し
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
3
）
　
中
ノ
堂
一
信
「
中
世
的
勧
進
の
展
開
」
（
『
芸
能
史
研
究
』
六
二
、
　
一
九
七
八
年

　
　
七
月
）
二
七
～
二
八
頁
。
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（
2
4
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
（
架
番
号
①
ミ
一
゜
①
ω
＼
一
G
。
＼
b
。
9
這
）
参
照
。

　
　
「
白
斉
国
請
観
音
」
と
翻
刻
し
た
部
分
は
、
『
箕
面
市
史
』
所
収
「
勝
尾
寺
文
書
」

　
　
燭
で
は
「
百
斉
国
請
観
音
」
と
す
る
。
な
お
、
点
の
う
ち
方
に
も
『
箕
面
市
史
』

　
　
と
は
相
違
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
2
5
）
　
「
白
斉
国
請
観
音
」
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
に
よ
っ
て
、
ど
の
仏
像
を
意
味
す

　
　
る
か
に
違
い
が
出
て
く
る
。
多
く
の
場
合
、
「
百
済
国
皇
后
帰
依
の
伝
説
を
も
つ
観

　
　
音
像
」
（
註
（
1
）
戸
田
論
文
一
九
九
・
二
〇
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
な
解
釈
が
示
さ

　
　
れ
る
。
こ
の
解
釈
で
は
、
千
手
観
音
像
の
こ
と
を
指
す
こ
と
と
な
る
。
　
一
方
、
註

　
　
（
4
）
源
論
文
七
五
～
七
六
頁
に
お
い
て
は
、
「
請
」
を
「
聖
」
の
音
通
と
読
ん
で
、

　
　
「
百
済
国
皇
后
」
が
送
っ
て
き
た
「
聖
観
音
像
」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い

　
　
る
。
筆
者
は
、
「
百
済
国
の
請
ず
る
観
音
」
と
読
ん
で
、
仏
像
は
前
者
の
方
で
あ
る

　
　
と
考
え
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
に
関
連
す
る
千
手

　
　
観
音
像
あ
る
い
は
聖
観
音
像
で
あ
り
、
こ
の
説
話
と
の
関
わ
り
で
出
開
帳
さ
れ
た

　
　
仏
像
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
2
6
）
　
註
（
1
）
戸
田
論
文
一
〇
九
・
一
九
八
～
二
〇
四
頁
、
註
（
2
3
）
中
ノ
堂
論
文

　
　
二
八
～
三
二
頁
。
こ
の
勧
進
は
、
そ
れ
ま
で
勝
尾
寺
が
行
っ
て
き
た
勧
進
と
比
べ

　
　
て
、
本
格
的
で
大
々
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
後
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
．
同
三

　
　
年
・
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
に
行
わ
れ
た
、
般
若
会
に
お
け
る
稚
児
舞
楽
興
行

　
　
と
合
わ
せ
て
、
「
勧
進
形
態
に
注
目
し
て
も
本
尊
仏
の
出
開
帳
、
縁
起
絵
巻
の
利

　
　
用
、
芸
能
興
行
と
い
う
室
町
時
代
に
入
る
と
最
も
一
般
的
な
勧
進
形
態
と
な
る
興

　
　
行
型
勧
進
の
方
便
の
三
大
代
表
が
い
ず
れ
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
我

　
　
国
勧
進
史
上
で
も
貴
重
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
い
え
る
」
（
註
（
2
3
）
中
ノ
堂
論

　
　
文
三
一
頁
）
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
史
料
③
の
勧
進
記
事

　
　
か
ら
、
唱
道
説
教
の
家
と
し
て
著
名
な
安
居
院
が
縁
起
絵
巻
の
作
成
に
も
関
与
し

　
　
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
た
め
、
『
神
道
集
』
な
ど
の
唱
道
台
本
の
成
立
に
関
連
し

　
　
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た
勧
進
で
あ
る
（
註
（
1
）
戸
田
論
文
二
〇
〇
～
二
〇
二
頁
、

　
　
福
田
晃
「
神
道
集
」
〔
久
保
田
淳
・
北
川
忠
彦
編
『
中
世
の
文
学
〈
日
本
文
学
史

　
　
3
＞
』
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
〕
、
同
「
安
居
院
と
東
国
」
〔
『
神
道
集
説
話
の
成

　
立
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
四
年
〕
、
赤
井
達
郎
「
勧
進
と
絵
解
き
」
〔
『
絵
解
き
の

　
　
系
譜
』
教
育
社
、
一
九
八
九
年
〕
、
徳
田
和
夫
「
『
神
道
集
』
1
神
々
の
物
語
1
」

　
　
〔
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
八
－
一
二
、
一
九
九
三
年
十
二
月
〕
な
ど
を
参
照
）
。

（
2
7
）
　
「
勝
尾
寺
文
書
」
捌
に
、
「
勧
進
帳
伍
巻
、
行
能
卿
筆
一
巻
〈
仁
治
三
七
、
紙
五

　
　
枚
〉
」
と
あ
り
、
能
書
で
知
ら
れ
る
世
尊
寺
行
能
に
勧
進
帳
作
成
を
依
頼
し
て
い

　
　
る
。

（
2
8
）
　
註
（
2
7
）
文
書
に
、
「
〈
和
字
〉
定
成
卿
筆
　
巻
〈
寛
元
々
五
、
紙
五
枚
〉
」
と

　
　
あ
る
。

（
2
9
）
　
寺
院
縁
起
の
成
立
・
展
開
・
特
質
な
ど
に
関
し
て
は
、
桜
井
徳
太
郎
「
縁
起
の

　
　
類
型
と
展
開
」
（
『
（
日
本
思
想
体
系
）
寺
社
縁
起
』
〔
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
〕
）
、

　
　
逡
日
出
典
「
中
世
寺
院
縁
起
の
特
質
」
（
『
室
生
寺
史
の
研
究
』
〔
巌
南
堂
書
店
、
　
一

　
　
九
七
九
年
〕
）
な
ど
を
参
照
。

（
3
0
）
　
橋
本
正
俊
「
観
音
寺
院
縁
起
の
展
開
1
「
古
老
伝
」
等
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　
（
『
国
語
国
文
』
六
九
ー
二
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）
で
は
、
古
代
に
限
ら
ず
、
中
世

　
　
の
寺
社
な
ど
で
も
、
資
料
不
在
の
新
た
な
縁
起
や
由
来
を
語
り
出
す
際
に
「
古
老

　
　
伝
」
・
「
古
老
伝
云
」
・
「
口
伝
云
」
・
「
古
記
云
」
・
「
或
日
記
云
」
な
ど
の
表
現
が
頻

　
　
繁
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。
史
料
②
の
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
の
末

　
　
尾
に
は
「
此
条
在
別
記
、
又
載
勝
尾
寺
讃
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
説
話
を
記
録
し
た

　
　
も
の
が
既
に
別
に
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
が
、
冒
頭
の
「
古
語
日
」
は
「
古
老
伝
」

　
　
な
ど
と
同
様
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
に
こ
の
説
話
が
見
ら
れ
る
史
料
①
の

　
　
段
階
で
も
、
「
古
老
伝
云
、
般
若
台
東
北
有
一
株
松
、
屈
以
遂
不
伸
、
寛
治
年
中
大

　
　
風
初
折
失
云
云
」
に
続
け
て
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
を
記
述
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
「
古
老
伝
云
」
は
、
直
接
は
「
寛
治
年
中
大
風
初
折
失
云
云
」
ま
で
に
か
か
る
も
の

　
　
で
あ
ろ
う
が
、
史
料
②
の
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
が
「
古
語
日
」
で
始
め
ら
れ
て

　
　
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
史
料
①
の
場
合
も
［
百
済
皇
后
霊
験
諌
］
の
部
分
に
ま

　
　
で
か
か
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
1
）
　
つ
い
で
に
述
べ
る
と
、
史
料
②
の
段
階
で
出
て
き
た
「
百
済
国
皇
后
」
の
奉
納

　
　
品
の
一
つ
で
あ
る
鐘
に
関
す
る
話
が
派
生
し
て
生
み
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
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の
話
は
史
料
⑥
に
初
め
て
見
え
る
も
の
で
、
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
二
月
四
日

　
　
に
一
ノ
谷
へ
向
か
う
途
中
の
梶
原
景
時
の
軍
勢
に
よ
っ
て
勝
尾
寺
が
焼
き
打
ち
さ

　
　
れ
、
堂
舎
並
び
に
多
く
の
資
財
と
「
百
済
国
ヨ
リ
送
レ
ル
三
尺
五
寸
ノ
ッ
キ
ガ
ネ
」

　
　
が
焼
亡
し
て
し
ま
っ
た
が
、
薬
師
三
尊
像
、
千
手
観
音
像
の
頂
上
仏
（
金
銅
阿
弥

　
　
陀
仏
）
と
胎
内
仏
（
金
銅
観
音
）
は
、
焼
亡
を
免
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
史

　
　
料
⑦
で
は
、
百
済
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
物
品
の
中
に
「
金
鐘
」
が
あ
っ
た
こ
と
を

　
　
記
す
の
み
で
、
そ
れ
が
焼
き
打
ち
に
際
し
て
焼
亡
し
た
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い

　
　
が
、
史
料
⑧
⑨
で
は
、
［
百
済
皇
后
霊
験
調
］
に
続
け
て
鐘
焼
亡
の
話
が
付
随
し
て

　
　
く
る
。
註
（
4
）
源
論
文
で
は
、
百
済
の
鐘
に
関
わ
る
説
話
が
勝
尾
寺
に
あ
っ
て
、

　
　
そ
こ
か
ら
［
百
済
皇
后
霊
験
謂
］
が
派
生
し
て
生
ま
れ
た
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て

　
　
い
る
が
、
小
稿
は
、
逆
の
解
釈
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
尚
、
史
料
⑨

　
　
の
勝
尾
寺
焼
き
打
ち
と
百
済
の
鐘
焼
亡
に
関
す
る
部
分
は
、
川
合
康
「
治
承
・
寿

　
　
永
の
戦
争
と
『
平
家
物
語
』
」
（
『
軍
記
と
語
り
物
』
三
六
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
二

　
　
五
頁
で
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
3
2
）
　
註
（
4
）
速
水
書
二
一
＝
～
三
三
六
頁
、
同
「
観
音
信
仰
と
霊
験
利
益
」
（
『
（
岩

　
　
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
）
霊
地
』
〔
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
〕
）
、
同
「
『
今
昔

　
　
物
語
集
』
に
お
け
る
霊
場
参
詣
勧
進
説
話
の
形
成
」
（
佐
伯
有
清
先
生
古
稀
記
念
会

　
　
編
『
日
本
古
代
の
祭
祀
と
仏
教
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
）
な
ど
を
参
照
。

　
　
新
城
常
三
『
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
（
塙
童
旦
房
、
一
九
六
四
年
）
三
～

　
　
二
五
・
九
九
～
一
一
八
頁
も
参
照
。

（
3
3
）
　
「
勝
尾
寺
文
書
」
晒
。

（
3
4
）
　
註
（
2
3
）
中
ノ
堂
論
文
二
七
～
三
一
頁
に
お
い
て
、
十
三
世
紀
半
ば
以
降
の
、

　
　
「
当
世
勧
進
充
満
国
土
」
（
『
鎌
倉
遺
文
』
十
一
ー
七
八
八
六
）
す
る
状
況
下
、
他
寺

　
　
と
競
合
し
つ
つ
行
わ
れ
た
諸
寺
院
の
勧
進
の
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
勝
尾
寺

　
　
の
勧
進
も
そ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
3
5
）
　
以
下
に
述
べ
る
、
長
谷
寺
の
積
極
的
な
勧
進
活
動
は
そ
の
一
例
で
あ
る
（
註

　
　
（
3
2
）
新
城
書
九
～
＝
二
頁
な
ど
を
参
照
）
。

（
3
6
）
　
永
井
義
憲
「
勧
進
聖
と
説
話
集
－
長
谷
寺
観
音
験
記
の
成
立
1
」
（
『
日
本
仏
教

　
　
文
学
研
究
』
古
典
文
庫
、
一
九
五
七
年
）
、
同
「
『
長
谷
寺
験
記
』
解
説
」
（
『
（
新
典

　
　
社
善
本
叢
書
）
長
谷
寺
験
記
』
〔
新
典
社
、
一
九
七
八
年
〕
）
、
野
ロ
博
久
「
長
谷
寺

　
　
験
記
1
そ
の
成
立
と
影
響
1
」
（
本
田
義
憲
他
編
『
（
説
話
の
講
座
）
説
話
集
の
世

　
　
界
I
l
古
代
1
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
3
7
）
　
テ
キ
ス
ト
は
、
註
（
3
6
）
新
典
社
善
本
叢
書
本
所
収
の
長
谷
寺
蔵
鎌
倉
末
期
の

　
　
写
本
影
印
本
を
使
用
。
以
降
も
同
様
。
な
お
、
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
（
一
一
八
・

　
　
寺
誌
叢
書
二
）
の
『
験
記
』
の
序
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
「
奇
瑞
ヲ
ハ
異
朝
二

　
　
及
ス
」
と
あ
る
。

（
3
8
）
　
後
掲
の
説
話
A
・
B
以
外
で
、
中
国
な
ど
異
国
が
主
要
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る

　
　
も
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
巻
上
の
第
一
「
吉
備
ノ
大
臣
於
大
唐
読
野
馬
台

　
　
ヲ
帰
朝
事
」
、
第
九
「
唐
大
梁
大
祖
取
国
位
建
立
今
長
谷
事
」
、
第
十
三
「
唐
ノ
発

　
　
恵
禅
師
力
依
冥
ノ
告
二
来
当
寺
往
生
事
」
。
ま
た
、
巻
下
第
十
三
、
第
十
五
、
第
二

　
　
十
三
、
第
二
十
八
に
も
中
国
・
朝
鮮
半
島
に
関
わ
る
記
述
が
あ
る
。

（
3
9
）
　
野
口
博
久
「
『
長
谷
寺
験
記
』
と
『
流
記
』
」
（
西
尾
光
一
教
授
定
年
記
念
論
集
刊

　
　
行
会
編
『
論
纂
説
話
と
説
話
文
学
』
〔
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
〕
）
二
九
六
頁
。

（
4
0
）
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
十
二
月
丙
辰
条
。

（
4
1
）
　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
五
月
二
十
八
日
条
。

（
4
2
）
　
『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
十
月
三
日
条
。

（
4
3
）
註
（
4
）
速
水
書
二
二
八
～
二
一
二
七
頁
、
註
（
3
2
）
速
水
（
岩
波
書
店
、
　
一
九

　
　
九
五
年
）
論
文
六
三
～
六
七
頁
、
同
註
速
水
（
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
九
五
年
）
論

　
　
文
三
七
四
頁
、
同
註
新
城
書
一
八
～
一
九
頁
、
永
井
義
憲
「
長
谷
信
仰
」
（
『
（
岩
波

　
　
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
）
霊
地
』
〔
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
〕
）
二
七
九
～
二
八

　
　
〇
頁
、
永
島
福
太
郎
『
豊
山
前
史
』
（
長
谷
寺
、
一
九
六
三
年
）
、
林
亮
勝
・
坂
本

　
　
正
仁
『
長
谷
寺
略
史
』
（
真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
4
4
）
　
下
巻
二
十
「
長
谷
菩
薩
戒
」
。
テ
キ
ス
ト
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波

　
　
書
店
、
｝
九
九
七
年
）
を
使
用
。

（
4
5
）
　
玉
璽
。
テ
キ
ス
ト
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

　
　
を
使
用
。
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（
4
6
）
　
こ
れ
ら
の
説
話
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
註
（
3
6
）
（
3
9
）
野
口
論
文
、
永
井

　
　
義
憲
「
長
谷
寺
流
記
と
縁
起
・
験
記
」
（
『
大
妻
国
文
』
二
二
、
　
一
九
九
一
年
）
な

　
　
ど
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
A
・
B
二
説
話
に
関
し
て
言
え
ば
、
B
の
方
に
は
、
末

　
　
尾
に
「
如
此
此
山
ノ
流
記
二
見
タ
リ
」
と
あ
る
。
A
も
『
流
記
』
に
あ
っ
た
こ
と

　
　
は
、
「
原
中
最
秘
抄
』
上
巻
「
玉
墨
」
条
に
「
長
谷
寺
流
記
云
」
と
し
て
A
の
説
話

　
　
の
前
半
部
分
（
「
護
法
善
神
」
の
話
以
前
の
部
分
）
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知

　
　
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
上
第
一
の
説
話
は
や
は
り
『
流
記
』
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ

　
　
る
が
、
も
と
は
『
江
談
抄
』
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
4
7
）
　
註
（
3
6
）
野
口
論
文
三
三
二
頁
、
註
（
3
9
）
野
口
論
文
二
九
六
～
二
九
八
頁
。

（
4
8
）
　
『
験
記
』
収
載
の
説
話
A
は
、
後
半
部
分
に
馬
頭
夫
人
が
後
に
長
谷
寺
の
「
護

　
　
法
善
神
」
と
な
っ
て
様
々
な
験
を
顕
わ
し
た
話
を
載
せ
る
が
、
こ
の
部
分
は
『
流

　
　
記
』
に
は
な
く
、
『
験
記
』
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も

　
　
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
註
（
3
6
）
（
3
9
）
野
ロ
論
文
）
。
［
百
済
皇
后
霊
験

　
　
諌
］
の
類
話
に
あ
た
る
の
は
、
前
半
部
分
で
あ
る
の
で
、
そ
の
成
立
は
『
流
記
』

　
　
に
ま
で
遡
っ
て
良
い
。
ま
た
、
A
の
説
話
の
最
後
に
は
「
源
氏
ノ
物
語
二
唐
シ
ノ

　
　
后
十
種
ノ
宝
物
ヲ
当
寺
二
送
ル
ト
書
タ
ル
ハ
此
事
ヲ
思
ハ
エ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
あ

　
　
る
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
唐
の
后
が
十
種
の
宝
物
を
送
っ
て
き
た
と
い

　
　
う
よ
う
な
記
述
は
見
え
な
い
。
恐
ら
く
、
『
源
氏
物
語
』
「
玉
塾
」
な
ど
に
見
え
る

　
　
長
谷
寺
に
関
す
る
記
述
に
基
づ
い
て
A
の
説
話
が
創
出
さ
れ
た
た
め
、
逆
に
混
乱

　
　
を
生
じ
た
『
験
記
』
の
作
者
が
、
こ
の
よ
う
な
注
記
を
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が

　
　
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
「
玉
璽
」
の
記
述
か
ら
す
ぐ
に
A
の
説
話
が
想
起
さ
れ
た
こ

　
　
と
は
、
共
に
十
四
世
紀
半
ば
貞
治
年
間
の
成
立
と
書
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
注

　
　
釈
書
『
河
海
抄
』
・
『
原
中
最
秘
抄
』
が
、
「
玉
墜
」
の
「
初
瀬
な
む
…
…
唐
土
に
だ

　
　
に
聞
こ
え
あ
む
な
り
」
に
『
流
記
』
の
A
の
説
話
を
引
用
付
注
し
て
い
る
こ
と
か

　
　
ら
も
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
4
9
）
　
B
の
説
話
に
は
天
暦
六
年
（
九
五
二
）
と
い
う
年
号
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
新

　
　
羅
は
こ
の
頃
既
に
滅
び
て
い
る
。
具
体
的
な
年
号
を
持
っ
て
き
て
も
、
整
合
性
を

　
　
さ
ほ
ど
細
か
く
気
に
し
な
い
点
は
、
［
百
済
皇
后
霊
験
讃
］
と
共
通
す
る
姿
勢
で
あ

　
　
る
。
一
方
、
A
の
説
話
の
乾
符
三
年
（
八
七
六
）
と
い
う
年
号
と
「
大
唐
国
」
の

　
　
「
僖
宗
皇
帝
」
は
整
合
し
て
い
る
。

（
5
0
）
　
阿
部
泰
郎
「
長
谷
寺
の
縁
起
と
霊
験
記
」
（
仏
教
民
俗
学
大
系
編
集
委
員
会
編

　
　
『
（
仏
教
民
俗
学
大
系
）
仏
教
民
俗
学
の
諸
問
題
』
〔
名
著
出
版
、
　
一
九
九
三
年
〕
）

　
　
三
三
二
頁
。

（
5
1
）
　
註
（
4
3
）
永
島
書
四
〇
～
五
一
頁
、
同
註
林
・
坂
本
書
一
＝
～
四
五
頁
。

（
5
2
）
　
註
（
3
6
）
永
井
（
一
九
五
七
年
）
論
文
一
＝
二
～
二
＝
二
頁
、
同
註
永
井
（
一

　
　
九
七
八
年
）
論
文
三
一
五
頁
。

（
5
3
）
　
註
（
3
6
）
野
口
論
文
三
四
二
頁
。
全
体
と
し
て
『
験
記
』
の
方
が
詳
し
く
、
ま

　
　
た
、
『
験
記
』
に
見
え
る
具
体
的
な
人
名
や
年
月
日
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
・
『
宇
治

　
　
拾
遺
物
語
』
に
は
現
れ
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

（
5
4
）
　
巻
第
二
・
法
文
歌
・
僧
歌
十
三
首
。

（
5
5
）
　
註
（
3
6
）
野
口
論
文
三
二
四
頁
。
註
（
3
9
）
野
口
論
文
二
八
七
頁
に
も
同
様
の

　
　
見
解
が
あ
る
。

（
5
6
）
　
註
（
3
6
）
野
口
論
文
三
三
七
頁
。
註
（
3
9
）
野
口
論
文
二
八
九
頁
、
註
（
3
6
）

　
　
永
井
（
一
九
七
八
年
）
論
文
三
＝
二
頁
、
山
根
賢
吉
「
霊
験
課
の
蒐
集
－
観
音
と

　
　
地
蔵
1
」
（
永
井
義
憲
・
貴
志
正
造
編
『
日
本
の
説
話
（
第
三
巻
・
中
世
1
）
』
〔
東

　
　
京
美
術
、
一
九
七
三
年
〕
）
一
＝
二
～
一
一
五
頁
な
ど
に
も
同
様
の
見
解
が
あ
る
。

（
5
7
）
　
第
三
章
で
触
れ
た
、
寛
元
元
年
の
勝
尾
寺
の
勧
進
に
際
し
作
成
さ
れ
た
縁
起
絵

　
　
巻
四
巻
が
、
安
居
院
で
作
成
さ
れ
た
と
い
う
事
例
と
、
　
｝
二
〇
七
年
頃
か
ら
数
年

　
　
間
、
法
然
が
勝
尾
寺
に
滞
在
し
た
折
り
、
一
切
経
論
施
入
の
開
題
供
養
に
安
居
院

　
　
の
聖
覚
を
招
請
し
た
と
い
う
事
例
（
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
（
四
十
八
巻
伝
）
』
三

　
　
六
）
は
、
勝
尾
寺
と
安
居
院
の
直
接
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
安

　
　
居
院
の
聖
覚
作
と
さ
れ
る
唱
道
文
集
『
言
泉
集
』
（
永
井
義
憲
・
清
水
宥
聖
編
『
安

　
　
居
唱
道
集
（
上
巻
）
』
〔
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
〕
）
に
は
「
開
成
皇
子
書
写
大
般

　
　
若
八
幡
感
応
事
」
と
い
う
説
話
を
「
勝
尾
寺
縁
起
云
」
で
始
め
て
お
り
、
安
居
院

　
　
作
と
さ
れ
る
『
神
道
集
』
（
『
神
道
体
系
（
文
学
編
）
』
）
巻
第
一
「
宇
佐
八
幡
事
」

　
　
で
「
勝
尾
寺
の
縁
記
に
は
、
故
に
八
幡
大
菩
薩
と
号
す
と
云
へ
り
（
読
み
下
し
は
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筆
者
に
よ
る
）
と
あ
っ
て
、
安
居
院
が
勝
尾
寺
の
縁
起
を
唱
道
集
編
纂
に
利
用
し

　
　
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
唱
道
集
を
介
し
た
関
係
か
ら
、
註
（
2
6
）

　
　
徳
田
論
文
一
二
九
～
＝
二
〇
頁
で
は
、
安
居
院
に
は
唱
道
の
材
と
な
る
数
多
く
の

　
　
説
話
が
集
積
さ
れ
て
い
て
、
寛
元
元
年
に
安
居
院
で
勝
尾
寺
の
縁
起
絵
巻
を
作
成

　
　
す
る
際
、
同
寺
の
縁
起
を
安
居
院
の
僧
坊
に
運
び
込
ん
だ
か
、
逆
に
安
居
院
の
側

　
　
が
勝
尾
寺
に
縁
起
の
材
を
提
供
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
註
（
3
6
）

　
　
永
井
（
［
九
五
七
年
）
論
文
一
＝
三
～
二
一
七
で
は
、
同
一
の
霊
験
讃
が
複
数
の

　
　
寺
に
寺
名
を
変
え
た
だ
け
で
伝
わ
っ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
諸
寺
社
の

　
　
縁
起
を
管
理
し
て
い
た
勧
進
聖
が
、
依
頼
に
応
じ
て
寺
社
の
勧
進
に
関
わ
り
、
同

　
　
じ
題
材
の
霊
験
諏
を
各
寺
社
に
応
じ
て
固
有
名
詞
を
変
え
て
用
い
る
こ
と
が
あ
っ

　
　
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
共
に
、
二
種
の
『
験
記
』
古
写
本
に
「
安
居
院
説
草
云
」

　
　
と
い
う
注
記
（
巻
下
第
一
）
が
あ
る
こ
と
や
、
安
居
院
系
の
唱
道
文
集
と
考
え
ら

　
　
れ
る
金
沢
文
庫
蔵
『
観
音
利
益
集
』
（
古
典
文
庫
、
一
九
五
〇
年
）
が
『
験
記
』
か

　
　
ら
取
っ
た
ら
し
い
説
話
を
多
く
収
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
谷
寺
の
霊
験
諌
流

　
　
布
に
安
居
院
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
以
上
の
状
況
か
ら
、
安

　
　
居
院
が
媒
介
し
て
長
谷
寺
の
観
音
霊
験
諌
A
・
B
を
勝
尾
寺
に
伝
え
た
可
能
性
が

　
　
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
安
居
院
の
唱
道
や
聖
覚
と
法
然
と
の
関
係
、
法
然
伝
な
ど

　
　
に
関
し
て
、
木
村
真
美
子
氏
の
ご
教
示
と
ご
助
言
を
得
た
。

（
5
8
）
　
註
（
6
）
速
水
書
一
四
三
頁
。

（
5
9
）
　
註
（
1
3
）
参
照
。

（
6
0
）
　
註
（
1
0
）
参
照
。

（
6
1
）
　
註
（
1
5
）
参
照
。

（
6
2
）
　
同
書
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
速
水
侑
「
源
信
伝
の
諸
問
題
」
（
田
村
圓
澄
先

　
　
生
古
稀
記
念
会
編
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
（
宗
教
・
文
学
編
）
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
　
一

　
　
九
八
七
年
〕
）
を
参
照
。
た
だ
し
、
同
書
中
に
二
人
の
海
商
名
が
併
記
さ
れ
て
い
る

　
　
だ
け
で
、
共
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
6
3
）
　
第
一
章
で
考
察
し
た
通
り
、
［
百
済
皇
后
霊
験
讃
］
関
連
史
料
を
除
い
た
現
存
の

　
　
他
の
史
料
に
、
周
文
徳
が
正
暦
元
年
に
来
航
し
た
こ
と
を
明
記
す
る
も
の
は
な
い
。

　
　
従
っ
て
こ
の
年
号
の
由
来
と
な
っ
た
史
料
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
十

　
　
三
世
紀
半
ば
に
勝
尾
寺
が
こ
の
説
話
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
段
階
で
は
、
源
信
関

　
　
係
の
史
料
に
正
暦
元
年
を
記
し
た
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
6
4
）
　
現
に
、
こ
の
縁
起
絵
巻
を
見
た
可
能
性
の
あ
る
専
阿
弥
陀
仏
（
号
佐
々
木
禅
尼
）

　
　
な
る
尼
が
心
を
動
か
さ
れ
、
名
田
を
寄
進
し
て
い
る
（
「
勝
尾
寺
文
書
」
脚
）
。
勝

　
　
尾
寺
は
古
く
か
ら
浄
土
教
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
勝
尾
寺
の
善
仲
・
善
算
及
び
開

　
　
成
皇
子
の
伝
は
、
『
拾
遺
往
生
伝
』
に
採
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
九
世
紀
の
勝
尾
寺

　
　
第
四
代
座
主
と
伝
え
ら
れ
る
証
如
は
、
口
称
念
仏
を
人
々
に
勧
め
た
と
言
わ
れ
、

　
　
そ
の
伝
は
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
・
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
見
え
る
。
「
勝
尾
寺
文

　
　
書
」
で
は
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
の
文
書
（
「
勝
尾
寺
文
書
」
3
9
）
を
初
見

　
　
に
、
勝
尾
寺
は
こ
の
四
人
（
「
先
師
聖
人
」
・
「
先
聖
」
・
「
四
聖
」
）
の
極
楽
往
生
の

　
　
地
で
あ
る
と
の
表
現
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
十
二
世
紀
半
ば
以
降
、
不
断
念
仏
・

　
　
八
月
大
念
仏
な
ど
が
毎
年
恒
例
で
行
わ
れ
て
お
り
、
常
行
堂
や
阿
弥
陀
堂
の
存
在

　
　
も
確
認
で
き
る
（
「
勝
尾
寺
文
書
」
2
6
・
3
1
・
3
2
・
3
4
・
励
・
囑
）
。
　
一
二
〇
七
～

　
　
一
二
一
一
年
頃
に
は
法
然
が
勝
尾
寺
に
滞
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
頃
勝
尾

　
　
寺
で
恒
例
引
声
念
仏
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
（
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
（
四
十
八

　
　
巻
伝
）
』
三
六
）
。

（
6
5
）
　
註
（
3
6
）
永
井
（
一
九
五
七
年
）
論
文
一
＝
二
頁
。

（
6
6
）
　
榊
原
小
葉
子
「
古
代
中
世
の
対
外
意
識
と
聖
徳
太
子
信
仰
－
法
隆
寺
僧
顕
真
の

　
　
言
説
の
期
す
る
も
の
ー
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
一
七
、
一
九
九
九
年
十
月
）
に
お
い

　
　
て
、
中
世
に
百
済
崇
拝
が
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
稿
で
取
り
上

　
　
げ
た
説
話
は
、
古
代
・
中
世
の
対
外
意
識
や
三
国
史
観
、
朝
鮮
観
と
も
関
わ
る
問

　
　
題
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

　
　
え
て
い
る
。

（
6
7
）
　
榎
本
渉
「
宋
代
の
「
日
本
商
人
」
の
再
検
討
」
（
『
史
学
雑
誌
』
　
一
一
〇
1
二
、

　
　
二
〇
〇
一
年
二
月
）
で
、
十
二
世
紀
後
半
以
降
宋
側
史
料
に
現
れ
る
「
日
本
商
人
」

　
　
の
実
態
は
、
日
本
か
ら
宋
へ
派
遣
さ
れ
た
宋
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て

　
　
お
り
、
日
宋
貿
易
の
中
心
が
宋
商
人
か
ら
「
日
本
商
人
」
に
移
っ
た
と
す
る
定
説
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を
批
判
し
て
い
る
。

（
6
8
）
　
第
三
章
で
触
れ
た
と
お
り
、
［
百
済
皇
后
霊
験
諏
］
が
発
生
し
た
史
料
①
の
段
階

　
　
で
は
、
百
済
か
ら
「
霊
樹
」
が
送
ら
れ
て
来
た
が
、
周
文
徳
と
い
う
海
商
名
が
取

　
　
り
込
ま
れ
た
史
料
②
で
は
、
そ
れ
が
「
白
心
木
七
本
」
に
変
え
ら
れ
た
。
「
白
心
」

　
　
と
は
、
ビ
ャ
ク
シ
ン
（
柏
槙
。
別
称
イ
ブ
キ
・
シ
ン
パ
ク
な
ど
）
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
は
、
中
国
・
朝
鮮
半
島
原
産
の
常
緑
樹
で
、
中
国
の
禅
寺
に
柏
や
檜
が
植
え
ら
れ

　
　
て
い
た
風
が
日
本
に
移
さ
れ
、
日
宋
間
を
多
く
の
禅
僧
が
往
来
し
た
中
、
十
三
世

　
　
紀
後
半
以
降
、
特
に
禅
宗
寺
院
に
数
多
く
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
樹
木
で
あ

　
　
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
京
都
東
福
寺
の
イ
ブ
キ
は
、
『
都
名
所
図
絵
』
に

　
　
見
え
る
、
開
山
円
爾
弁
円
が
宋
か
ら
携
え
て
き
た
古
樹
と
言
わ
れ
て
お
り
、
鎌
倉

　
　
建
長
寺
の
ビ
ャ
ク
シ
ン
は
樹
齢
六
五
〇
年
か
ら
七
〇
〇
年
と
伝
え
ら
れ
、
建
長
五
一

　
　
年
（
一
二
五
三
）
に
当
寺
を
開
い
た
蘭
渓
道
隆
が
宋
よ
り
齎
し
自
ら
植
え
た
も
の

　
　
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
同
じ
く
蘭
渓
道
隆
と
性
才
法
心
（
法
身
禅
師
性
西
）
．

　
　
を
開
山
と
す
る
松
島
の
瑞
巌
寺
（
旧
円
福
寺
）
に
も
、
樹
齢
七
〇
〇
年
と
伝
え
る

　
　
ビ
ャ
ク
シ
ン
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
白
心
」
は
十
三
世
紀
の
人
々
に
と
っ
て
宋
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
の
色
濃
い
禅
宗
寺
院
の
象
徴
と
も
言
え
る
樹
木
で
、
中
国
を
想
起
さ
せ
る
モ
ノ
の
　

　
　
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
宋
の
海
商
が
伝
え
た
物
品
の
一
つ
と
し
て
［
百
済

　
　
皇
后
霊
験
調
］
に
取
り
込
ま
れ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
十
七
世
紀

　
　
末
の
史
料
⑩
の
［
百
済
皇
后
霊
験
謹
］
で
は
、
「
白
心
樹
」
に
「
樹
已
枯
　
。
株
杭

　
　
屹
尚
在
荒
神
廟
後
」
と
注
記
し
て
い
る
。
な
お
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
第
四
章
で

　
　
紹
介
し
た
『
流
記
』
並
び
に
『
験
記
』
の
唐
の
馬
頭
夫
人
説
話
で
日
本
へ
向
け
て

　
　
小
舟
を
送
り
出
し
た
地
を
「
明
州
ノ
津
」
と
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
古
く

　
　
か
ら
日
中
交
通
上
の
重
要
な
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
明
州
は
、
漂
流
の
事
例
を
除

　
　
く
と
、
十
一
世
紀
以
降
、
日
本
と
の
往
来
の
発
着
地
と
し
て
一
本
化
さ
れ
る
よ
う

　
　
に
な
り
、
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
前
半
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
明
州
が
使
わ

　
　
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
榎
本
渉
「
明
州
市
舶
司
と
東
シ
ナ
海
交
易

　
　
圏
」
〔
『
歴
史
学
研
究
』
七
五
六
、
二
〇
〇
一
年
十
一
月
〕
）
。
ビ
ャ
ク
シ
ン
に
つ
い

　
　
て
は
、
石
井
進
「
歴
史
の
生
き
証
人
「
柏
愼
」
」
（
『
も
う
ひ
と
つ
の
鎌
倉
』
〔
そ
し

え
て
、
一
九
八
三
年
〕
）
、
入
間
田
宣
夫
「
松
島
寺
の
柏
愼
」
（
『
瑞
巌
寺
博
物
館
年

報
』
十
、
一
九
八
四
年
十
二
月
）
、
『
入
西
の
ビ
ャ
ク
シ
ン
』
（
坂
戸
市
教
育
委
員

会
、
一
九
九
三
年
）
、
関
口
和
也
「
「
ビ
ャ
ク
シ
ン
」
が
語
る
中
世
の
東
国
－
入
西

の
「
ビ
ャ
ク
シ
ン
」
を
中
心
に
ー
」
（
『
あ
る
く
中
世
』
五
、
一
九
九
三
年
五
月
）
、

同
「
樹
木
」
（
佐
藤
和
彦
他
編
『
日
本
中
世
史
研
究
事
典
』
〔
東
京
堂
出
版
、
　
一
九

九
五
年
〕
）
、
籾
山
泰
一
『
鎌
倉
樹
木
志
略
』
（
鎌
倉
市
教
育
委
員
会
、
　
一
九
六
四

年
）
、
牧
野
和
春
『
巨
樹
の
民
俗
紀
行
－
百
樹
の
旅
』
（
恒
文
社
、
　
｝
九
八
八
年
）

な
ど
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
説
話
に
お
け
る
ビ
ャ
ク
シ
ン
の
表
象
的
な
意
味
に
つ

い
て
は
、
工
藤
健
一
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。


